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(

四
）
県
総
合
計
画
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
位
置
付
け 

 
 

平
成
一
二
年
六
月
に
策
定
さ
れ
た
新
県
計
画
に
お
い
て
も
、
市
町
村
合
併
に
対
す

る
取
組
み
が
明
記
さ
れ
た
。
基
本
計
画
「
新
世
紀
を
と
も
に
築
く
『
協
働
社
会
』
く

ま
も
と
」
の
「
協
働
社
会
に
対
応
し
た
行
政
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
」
中
に
、「
市
町
村
合

併
の
推
進
な
ど
広
域
行
政
体
制
の
整
備
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
、
ま
た
、
分
野

を
超
え
て
重
点
的
に
取
組
み
、
達
成
す
べ
き
も
の
を
掲
げ
る
「
二
一
世
紀
へ
の
挑
戦

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
「
協
働
に
よ
る
活
力
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
中
に
、「
市
町
村
合

併
の
推
進
」
の
項
目
を
立
て
、
全
庁
的
な
重
点
課
題
と
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
こ

と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

更
に
、
当
時
既
に
検
討
が
具
体
化
し
て
い
た
中
球
磨
地
域
及
び
天
草
地
域
に
つ
い

て
は
、
県
内
各
圏
域
毎
の
発
展
の
方
向
、
地
域
振
興
の
シ
ナ
リ
オ
等
を
記
載
す
る
地

域
計
画
に
、
具
体
的
取
組
み
と
し
て
記
載
し
、
県
と
し
て
積
極
的
に
支
援
す
る
と
の

立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
五
）
市
町
村
長
へ
の
知
事
親
書 

 

平
成
一
二
年
一
二
月
、
県
内
市
町
村
に
お
け
る
合
併
へ
の
更
な
る
取
組
み
を
促
す

べ
く
、
潮
谷
知
事
か
ら
各
市
町
村
長
及
び
議
長
に
対
し
、
以
下
と
お
り
文
書
で
要
請

し
た
。 

 

 

謹
啓 

霜
寒
の
候
、
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
ご
健
勝
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

さ
て
、
本
年
四
月
の
地
方
分
権
推
進
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
地
方
分
権
が
実
行
の
段
階
を

迎
え
る
中
で
、
市
町
村
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
総
合
的
な
行
政
主
体
と
し
て
、
多
様
化
す
る

行
政
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
能
力
を
確
立
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

こ
の
た
め
国
に
お
い
て
は
、「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
市
町
村

合
併
を
推
進
す
る
た
め
の
各
般
の
行
財
政
支
援
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
に
対
し

て
は
、
昨
年
八
月
に
「
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の
指
針
」
を
示
し
、
県
の
役
割
と
し

て
市
町
村
合
併
推
進
に
向
け
て
積
極
的
な
取
組
み
を
行
う
よ
う
要
請
が
あ
り
、
本
県
に
お
い
て

は
、
本
年
三
月
に
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

本
県
市
町
村
が
、
現
在
の
区
域
に
確
定
い
た
し
ま
し
た
明
治
や
昭
和
の
大
合
併
当
時
と
比
較

い
た
し
ま
す
と
、
少
子
・
高
齢
化
の
進
行
、
情
報
化
・
国
際
化
の
進
展
、
住
民
の
日
常
社
会
生

活
圏
の
拡
大
、
さ
ら
に
は
交
通
・
通
信
手
段
や
基
盤
の
飛
躍
的
発
達
等
我
々
の
日
常
生
活
を
取

り
巻
く
環
境
の
変
化
は
、
文
字
通
り
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
す
。 

 

と
り
わ
け
、
国
・
地
方
を
通
じ
る
未
曾
有
の
厳
し
い
財
政
状
況
並
び
に
地
方
分
権
の
推
進
に

伴
う
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
の
市
町
村
の
役
割
の
増
大
等
市
町
村
行
政
を
取
り
巻
く
厳
し
い
環

境
変
化
に
鑑
み
ま
す
と
、
今
日
、
市
町
村
合
併
を
通
じ
て
、
分
権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
市
町
村

の
行
財
政
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
避
け
て
通
れ
な
い
我
が
国
内
政
の
最
重
要
課
題

と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

今
回
の
合
併
推
進
に
際
し
て
は
、
国
に
お
い
て
様
々
な
財
政
支
援
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、「
合
併
市
町
村
補
助
金
」
及

び
「
合
併
特
例
債
（
元
利
償
還
金
の
約
七
割
を
地
方
交
付
税
措
置
）」
等
を
活
用
す
る
こ
と
が
出

来
ま
す
こ
と
か
ら
、
合
併
を
契
機
と
し
て
「
新
市
町
村
建
設
計
画
（
関
係
市
町
村
が
作
成
す
る

合
併
後
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
）」
を
作
成
し
、
積
極
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
優
遇
措
置
を
定
め
た
合
併
特
例
法
期
限
（
平
成
一
七
年
三
月
）

ま
で
に
残
さ
れ
た
期
間
は
、
既
に
五
年
を
切
っ
て
お
り
、
合
併
ま
で
の
準
備
期
間
を
考
慮
し
ま

す
と
遅
く
と
も
平
成
一
三
年
度
中
に
は
、
合
併
を
検
討
す
る
相
手
方
を
特
定
し
、
合
併
協
議
会

を
設
置
し
て
具
体
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
貴
職
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
こ
う
し
た
今
般
の
合
併
推
進
の
背
景
及
び
市
町
村
合
併
が
希
求
さ
れ
て
い
る
現

下
の
諸
情
勢
を
十
分
御
賢
察
い
た
だ
き
、
新
世
紀
を
迎
え
、
真
の
分
権
時
代
の
到
来
に
ふ
さ
わ

し
い
自
ら
の
地
域
の
将
来
を
見
据
え
た
市
町
村
の
あ
り
方
に
つ
い
て
真
摯
に
ご
検
討
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
重
ね
て
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

県
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
う
し
た
認
識
に
立
っ
て
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
市
町
村
合
併
の

推
進
に
取
り
組
む
考
え
で
あ
り
ま
し
て
、
今
般
、
庁
内
に
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
」

を
設
置
（
別
添
設
置
要
綱
参
照
）
し
、
各
地
域
振
興
局
に
お
い
て
も
「
地
域
推
進
本
部
」
を
立

ち
上
げ
る
こ
と
と
し
、
県
下
市
町
村
の
合
併
推
進
に
向
け
た
取
り
組
み
を
可
能
な
限
り
支
援
し

て
参
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
県
の
考
え
を
ご
理
解
賜
り
、
さ
ら
に
積
極
的
な
お
取
り
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組
み
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

時
節
柄
、
ご
自
愛
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

敬
具 

 
 
 

平
成
一
二
年
一
二
月 

  
(

六
）
市
町
村
課
に
市
町
村
合
併
推
進
室
の
設
置 

 

 

中
球
磨
地
域
に
続
き
、
各
地
域
で
任
意
協
議
会
設
置
や
各
種
検
討
会
が
具
体
化
し

始
め
た
平
成
一
三
年
度
に
は
、市
町
村
課
が
市
町
村
総
室
へ
と
改
編
さ
れ
、こ
の
時
、

総
室
内
に
、
市
町
村
合
併
推
進
業
務
を
所
管
す
る
「
市
町
村
合
併
推
進
室
」
が
設
置

さ
れ
た
。 

市
町
村
合
併
業
務
に
特
化
さ
れ
た
専
門
部
署
の
設
置
は
こ
れ
が
初
め
て
で
、以
後
、

市
町
村
の
自
主
的
な
合
併
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
た
。 

 

（
七
）
熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
会
議
の
設
置 

 

 

県
民
生
活
に
も
関
わ
り
の
深
い
市
町
村
合
併
問
題
に
つ
い
て
、
市
町
村
や
地
域
住

民
に
対
し
て
適
切
な
情
報
提
供
を
行
い
、
一
層
の
理
解
を
得
な
が
ら
全
県
的
な
合
併

気
運
の
醸
成
を
図
る
た
め
、
平
成
一
三
年
度
、
市
町
村
合
併
の
推
進
方
策
等
に
つ
い

て
、
各
界
各
層
の
有
識
者
に
よ
り
広
い
視
野
か
ら
意
見
を
聴
く
場
と
し
て
、
熊
本
県

市
町
村
合
併
支
援
会
議
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
、
市
町
村
合
併
の
推
進
に
つ

い
て
の
意
見
交
換
及
び
必
要
な
施
策
等
に
関
す
る
助
言
等
、
ま
た
知
事
が
行
う
合
併

協
議
会
設
置
勧
告
の
あ
り
方
に
関
す
る
提
言
を
行
う
こ
と
を
そ
の
役
割
と
し
た
。 

（
委
員
名
簿
） 

【
行
政
関
係
】 

県
議
会
地
域
対
策
特
別
委
員
会
委
員
長 

松
村 

昭 

県
市
長
会
副
会
長 

牛
深
市
長 

西
村 

武
典 

県
町
村
会
副
会
長 

嘉
島
町
長 

荒
木 

泰
臣 

市
議
会
議
長
会
副
会
長 

荒
尾
市
議
会
議
長 

和
田 

文
友 

町
村
議
会
議
長
会
副
会
長 

津
奈
木
町
議
会
議
長 

森
山 

修
一 

【
民
間
】 熊

本
経
済
同
友
会
常
任
理
事
・
国
際
化
委
員
会
委
員
長 

上
野 

景
右 

日
本
青
年
会
議
所
熊
本
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
会
長 

宇
都
宮 

誠
二 

阿
蘇
町
観
光
協
会
会
長 

小
笠
原 

徹
朗 

県
農
業
女
性
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

田
辺 

美
代
子 

熊
本
県
立
劇
場
評
議
員 

古
荘 

文
子 

県
地
域
づ
く
り
推
進
協
議
会
相
談
役 

本
田 

節 

【
学
識
経
験
者
】 

熊
本
学
園
大
学
教
授 

篠
崎 

正
美 

熊
本
県
立
大
学
教
授 

渡
邊 

榮
文 

熊
本
県
立
大
学
助
教
授 

今
里 

佳
奈
子 

 

こ
の
支
援
会
議
は
、
平
成
一
三
年
八
月
九
日
を
初
回
に
、
一
二
月
四
日
、
翌
一
四

年
一
月
二
九
日
、
三
月
二
九
日
と
計
四
回
に
亘
っ
て
開
催
さ
れ
た
結
果
、
以
下
の
提

言
が
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
。 

  

平
成
一
四
年
三
月
二
九
日 

熊
本
県
知
事 

潮
谷 

義
子 

様 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
会
議 

座
長 

渡
邊 

榮
文 

 

地
方
分
権
に
対
応
し
地
域
住
民
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
の 

自
主
的
な
市
町
村
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の
提
言 

 

市
町
村
合
併
支
援
会
議
で
は
、
こ
れ
ま
で
本
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
推
進
に
関
し
て
、

四
回
に
亘
っ
て
意
見
を
交
換
し
議
論
を
深
め
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
市
町
村
を
取
り

巻
く
環
境
の
変
化
、
特
に
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
地
方
分
権
の
進
展
並
び
に
国
・
地
方
を
通
じ

−568−−569−
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る
厳
し
い
財
政
事
情
等
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
市
町
村
の
合
併
に
関
す

る
検
討
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

同
時
に
、
市
町
村
の
合
併
は
、
適
切
な
情
報
の
提
供
を
受
け
た
市
町
村
（
住
民
）
自
身
に
よ

っ
て
、
自
主
的
・
主
体
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
市
町
村
を
取
り

巻
く
厳
し
い
環
境
と
合
併
に
つ
い
て
の
行
財
政
上
の
優
遇
措
置
を
定
め
た
市
町
村
合
併
特
例
法

の
平
成
一
七
年
三
月
末
の
期
限
を
踏
ま
え
れ
ば
、
合
併
に
関
す
る
調
査
検
討
並
び
に
想
定
さ
れ

る
枠
組
み
に
お
け
る
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
の
検
討
な
ど
に
早
急
に
着
手
し
、
住
民
に
適
切
な
判
断
材

料
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

従
っ
て
、
県
と
し
て
は
、
市
町
村
の
行
政
関
係
者
に
対
し
て
速
や
か
な
取
り
組
み
を
促
す
と

と
も
に
県
民
に
対
し
て
も
適
切
な
情
報
提
供
を
行
い
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
合
併
検
討
の
気
運
の

醸
成
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

そ
こ
で
、
市
町
村
合
併
支
援
会
議
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
認
識
を
踏
ま
え
、
熊
本
県
に
お
け

る
今
後
の
市
町
村
合
併
推
進
に
向
け
た
取
り
組
み
に
当
た
っ
て
以
下
の
諸
点
に
留
意
さ
れ
る
よ

う
提
言
し
ま
す
。 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

記 

 

一 

市
町
村
の
置
か
れ
た
環
境
、
合
併
問
題
の
背
景
及
び
目
的
等
に
関
し
て
、
地
域
住
民
レ
ベ

ル
に
お
け
る
情
報
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、直
接
の
当
事
者
で
あ
る
市
町
村
は
も
と
よ
り
、

県
と
し
て
も
さ
ら
に
積
極
的
な
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

（
一
）
県
と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
駆
使
し
て
直
接
及
び
間
接
的
に
県
民
に
対
す
る
広
報

活
動
を
さ
ら
に
活
発
に
展
開
す
る
。 

①
合
併
を
検
討
す
る
市
町
村
の
動
き
を
支
援
す
る
た
め
に
県
庁
内
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
充

実
す
る
。 

②
行
政
や
住
民
が
主
催
す
る
研
修
会
の
開
催
に
際
し
て
は
、
規
模
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
積
極
的

に
支
援
す
る
。 

③
県
が
主
催
す
る
研
修
会
の
開
催
等
に
際
し
て
は
、
参
加
者
が
参
加
し
や
す
い
工
夫
を
行
う
。 

④
パ
ン
フ
類
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
啓
発
用
資
料
を
作
成
す
る
場
合
は
住
民
が
親
し
み
や
す
く

分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
。 

⑤
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
を
積
極
的
に
活
用
し
た
広
報
も
効
果
的
で
あ
る
。 

⑥
住
民
発
議
等
地
域
住
民
の
直
接
的
な
動
き
に
つ
い
て
も
支
援
す
る
。 

（
二
）
市
町
村
は
、
自
ら
の
置
か
れ
た
環
境
、
行
財
政
の
現
状
及
び
課
題
、
将
来
の
見
通
し
、

想
定
さ
れ
る
合
併
の
枠
組
み
、
合
併
後
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
等
、
地

域
住
民
が
理
解
し
や
す
い
形
で
整
理
し
て
随
時
提
供
し
、
地
域
住
民
も
含
め
た
中
で
地
域
の
将

来
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
場
を
早
急
に
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
県
と
し
て
も
機
会
あ

る
ご
と
に
周
知
を
図
る
。 

二 

市
町
村
に
と
っ
て
、
市
町
村
合
併
の
検
討
は
将
来
に
向
け
て
地
域
の
あ
り
方
を
見
直
す
絶

好
の
機
会
で
あ
り
、
地
域
住
民
も
含
め
て
自
主
的
・
主
体
的
な
議
論
が
盛
り
上
が
る
よ
う
、
積

極
的
な
情
報
提
供
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。 

三 

首
長
や
議
会
に
お
い
て
、
合
併
を
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

も
、
合
併
問
題
は
、
地
域
の
将
来
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
に
対

す
る
適
切
な
情
報
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
住
民
は
そ
の
判
断
の
根
拠
や
適
否
に
つ
い
て
検
証

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
市
町
村
自
身
が
十
分
に
説
明
責
任
を
果
た
さ
れ
る
よ
う
県
か
ら

周
知
を
図
る
。 

四 

合
併
を
検
討
す
る
地
域
に
対
し
て
は
、
住
民
が
よ
り
具
体
的
に
合
併
の
目
的
、
利
点
及
び

話
題
へ
の
対
応
策
等
を
理
解
出
来
る
よ
う
合
併
後
の
地
域
の
「
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
と
り
ま
と

め
、
情
報
提
供
さ
れ
る
よ
う
県
か
ら
周
知
を
図
る
。 

五 

国
や
県
の
市
町
村
合
併
に
対
す
る
行
財
政
上
の
支
援
策
に
つ
い
て
は
、
住
民
に
も
理
解
出

来
る
よ
う
な
形
で
と
り
ま
と
め
、
分
か
り
や
す
く
示
す
と
と
も
に
、
県
と
し
て
も
合
併
市
町
村

へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
明
確
に
す
る
う
え
か
ら
、
合
併
重
点
支
援
地
域
に
対
す
る
県
の
各

種
事
業
の
優
先
採
択
・
重
点
実
施
等
を
と
り
ま
と
め
、
県
か
ら
周
知
を
図
る
。 

六 

す
で
に
廃
置
分
合
の
議
決
を
行
っ
て
い
る
中
球
磨
五
か
町
村
に
は
、
種
々
の
合
併
検
討
の

ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
県
下
各
地
域
の
研
究
会
や
協
議
会
に
適
切

に
提
供
し
、
出
来
る
だ
け
効
率
的
な
質
の
高
い
検
討
協
議
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
県
に
お
い
て
配

慮
す
る
。 

七 

任
意
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
等
合
併
の
蓋
然
性
の
高
い
地
域
に
つ
い
て
は
、
地
元
の 

意
見
を
踏
ま
え
て
重
点
支
援
地
域
に
指
定
し
、
自
主
的
主
体
的
な
検
討
を
積
極
的
に
支
援
す
る
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こ
と
に
よ
り
、
法
定
協
議
会
の
設
置
を
促
進
し
、
こ
れ
ら
の
協
議
会
の
場
に
お
い
て
合
併
の
可

否
も
含
め
て
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
る
よ
う
市
町
村
の
取
り
組
み
を
促
す
。 

八 

法
定
協
議
会
の
設
置
に
際
し
て
は
、
合
併
問
題
が
地
域
住
民
の
暮
ら
し
に
直
接
関
わ
り
の

深
い
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
範
な
意
見
を
集
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
女
性
委
員
の
登

用
等
を
積
極
的
に
検
討
す
る
よ
う
県
か
ら
周
知
を
図
る
。 

九 

合
併
を
経
験
し
た
行
政
関
係
者
の
貴
重
な
経
験
や
知
恵
を
今
後
の
市
町
村
合
併
並
び
に
行

政
に
生
か
し
て
い
く
観
点
か
ら
、
今
回
の
合
併
に
よ
り
失
職
す
る
こ
と
と
な
る
関
係
町
村
の
首

長
等
に
よ
る
定
期
的
な
意
見
交
換
の
場
を
設
け
た
り
、
そ
の
功
績
を
顕
彰
す
る
制
度
の
創
設
等

を
県
に
お
い
て
検
討
す
る
。 

一
〇 

既
存
の
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
今
回
の
合
併
に
つ
い
て
の

記
録
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
合
併
に
至
っ
た
経
緯
、
あ
る
い
は
至
ら
な
か
っ
た
経

緯
等
合
併
協
議
の
推
移
等
を
市
町
村
の
協
力
を
得
な
が
ら
県
で
記
録
す
る
。 

  

（
八
）
合
併
重
点
支
援
地
域
の
指
定 

 

 

平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
年
）
三
月
一
九
日
、
国
の
「
『
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に

つ
い
て
の
要
綱
』
を
踏
ま
え
た
今
後
の
取
組
（
指
針
）」
が
示
さ
れ
、
重
点
支
援
地
域

指
定
の
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。
本
県
に
お
い
て
は
、
平
成
一
三
年
一
〇
月
以
降
、
合

併
に
向
け
た
関
係
市
町
村
に
お
け
る
取
り
組
み
状
況
等
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
な

指
定
方
針
に
基
づ
き
、
関
係
市
町
村
を
合
併
重
点
支
援
地
域
に
指
定
し
、
重
点
的
な

支
援
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。 

 

一 

指
定
方
針 

（
一
）
合
併
に
向
け
た
関
係
市
町
村
の
様
々
な
取
組
み
や
任
意
協
議
会
の
設
置
等
地
域
の
状
況

を
踏
ま
え
、
合
併
の
気
運
や
熟
度
の
高
ま
り
に
応
じ
て
、
国
の
「
新
指
針
」
第
二 

二
（
二
）

①
イ
及
び
ウ
に
基
づ
き
、
関
係
市
町
村
の
要
望
に
よ
り
指
定
を
行
う
。（
第
二
編
第
一
章
五
一
五

頁
参
照
） 

（
二
）
国
・
県
の
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
が
合
併
特
例
法
の
期
限
で
あ
る
平
成
一
七
年
三
月

三
一
日
ま
で
の
合
併
を
目
途
と
し
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
指
定
す
る
。 

（
三
）
合
併
重
点
支
援
地
域
の
指
定
は
、
県
が
具
体
的
な
合
併
の
枠
組
み
を
確
定
若
し
く
は
認

知
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
一
定
の
枠
組
み
に
お
け
る
具
体
的
な
検
討
を
重
点
的
に
支
援

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。 

二 

指
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル 

（
一
）
関
係
市
町
村
長
の
連
名
に
よ
る
重
点
支
援
地
域
指
定
に
関
す
る
要
望
で
あ
る
こ
と
。 

（
二
）
任
意
協
議
会
等
の
中
で
特
例
法
期
限
ま
で
の
合
併
に
向
け
た
具
体
的
な
検
討
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
が
固
ま
っ
て
い
る
こ
と
。 

（
三
）
法
定
又
は
任
意
の
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
協
議
会
独
自
の
事
務
局
が
設
置
又
は
設

置
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
四
）
協
議
会
事
務
局
に
関
係
市
町
村
か
ら
職
員
を
派
遣
又
は
派
遣
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

（
五
）
協
議
会
の
運
営
経
費
に
つ
い
て
、
関
係
市
町
村
か
ら
負
担
金
を
拠
出
又
は
拠
出
が
予
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

国
の
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
様
々
な
行
財
政
支
援
を
受
け
る
た
め
に

は
、合
併
重
点
支
援
地
域
へ
の
指
定
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
こ
と
か
ら
、

合
併
後
も
重
点
支
援
地
域
と
し
て
の
指
定
は
継
続
さ
れ
た
。 

な
お
、
平
成
一
七
年
三
月
末
ま
で
の
指
定
状
況
は
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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（
九
）
市
町
村
合
併
特
別
交
付 

 
 

金
制
度
の
創
設 

 

全
国
的
な
合
併
検
討
機
運
の
高
ま
り
に
応
じ
、
市
町
村
合
併
に
か
か
る
国
の
財
政

支
援
制
度
が
順
次
整
備
・
充
実
さ
れ
て
き
た
が
、
さ
ら
な
る
財
政
支
援
を
求
め
る
声

は
強
か
っ
た
。 

特
に
、
直
接
の
合
併
推
進
役
と
な
る
都
道
府
県
に
対
し
て
は
、
都
道
府
県
が
自
ら

の
問
題
と
し
て
合
併
を
推
進
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
独
自
の
財
政
支
援
に
つ
い
て
も
検

討
し
て
欲
し
い
と
の
市
町
村
か

ら
の
要
望
が
強
く
な
っ
て
お
り
、

独
自
の
財
政
支
援
策
を
講
じ
る

都
道
府
県
が
多
く
見
ら
れ
て
い

た
。 本

県
で
は
、
各
地
域
で
合
併
検

討
は
進
み
つ
つ
あ
る
が
、
依
然
市

町
村
の
姿
勢
に
は
温
度
差
が
あ

る
中
で
、
積
極
的
に
合
併
気
運
を

盛
り
上
げ
、
合
併
特
例
法
の
期
限

で
あ
る
平
成
一
七
年
三
月
末
ま

で
に
合
併
を
成
就
す
る
必
要
が

あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
平
成
一

三
年
度
、
本
県
独
自
の
支
援
制
度

を
創
設
す
る
こ
と
と
し
、
対
象
と

な
る
市
町
村
に
対
し
、
五
億
円
を

基
礎
交
付
額
と
し
、
二
団
体
を
超

え
る
場
合
、
一
団
体
あ
た
り
一
億

円
を
加
算
し
た
額
を
交
付
（
一
〇

億
円
を
上
限
）
す
る
こ
と
に
し
た
。

 

本
制
度
創
設
後
、
交
付
対
象
団

体
を
拡
大
す
る
と
共
に
、
一
〇
億
円
の
上
限
額
を
撤
廃
す
る
な
ど
、
市
町
村
の
支
援

要
望
の
声
に
応
じ
て
随
時
制
度
改
正
を
行
い
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
厳
し
い
財
政
状

況
下
に
あ
っ
て
、
合
併
推
進
の
大
き
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
機
能
を
果
た
し
た
。 

本
制
度
に
よ
り
、
平
成
一
四
年
度
か
ら
平
成
一
六
年
度
迄
の
三
年
間
に
、
六
〇
億

円
弱
を
対
象
団
体
に
交
付
し
た
。
最
終
的
に
、
県
下
一
六
地
域
に
対
す
る
交
付
総
額

は
、
一
一
〇
億
円
に
な
っ
た
。 

 

指定日 指定地域 人 口 備考
（解除日） 面 積
H13.10.17 上村、免田町、岡原村、 17,751人 H15.4.1合併

須恵村、深田村 159k㎡ （あさぎり町）
大矢野町、松島町、 35,314人 H16.3.31合併
姫戸町、龍ヶ岳町 126k㎡ （上天草市）
本渡市 牛深市 有明町 102,907人 H18.3.27合併、 、 、
御所浦町、倉岳町、 683k㎡ （天草市）
栖本町 新和町 五和町 H14.9.4苓北町離脱、 、 、（ ）苓北町除く
天草町 河浦町 苓北町 指定解除、 、（ ）

H13.12.25 三角町、不知火町、 63,968人 H17.1.15合併
松橋町、小川町、豊野町 189k㎡ （宇城市）

H14.1.25 中央町、砥用町 12,969人 H16.11.1合併
144k㎡ （美里町）

H14.3.29 宇土市、富合町 45,147人 H17.3.16
H17.3.22 94k㎡ 法定協議会廃止決定（ ）
H14.3.29 八代市 坂本村 千丁町 140,655人 H17.8.1合併、 、 、

鏡町、東陽村、泉村 680k㎡ （八代市）
（竜北町、宮原町） H16.3.13二町離脱

H14.3.29 玉名市 岱明町 横島町 120,999人 H16.10.7、 、 、
天水町 玉東町 菊水町 364k㎡ 法定協議会休止決定、 、 、
三加和町、南関町

H14.5.29 長洲町（追加指定）
（ ）H17.3.7

H14.7.1 田浦町、芦北町 22,373人 H17.1.1合併
233k㎡ （芦北町）

H14.7.1 菊陽町、合志町、 105,772人 H16.10.20
西合志町 190k㎡ 法定協議会休止決定

H14.8.1 大津町（追加指定）
（ ）H17.3.7

H14.8.1 一の宮町、阿蘇町、 30,457人 H17.2.11合併
波野村 （産山村） 376k㎡ （阿蘇市）、

H15.9.17産山村離脱（ ）産山村除く
指定解除

H14.8.20 山鹿市 鹿北町 菊鹿町 59,491人 H17.1.15合併、 、 、
鹿本町、鹿央町 300k㎡ （山鹿市）

H14.10.10 白水村、久木野村、 12,436人 H17.2.13合併
長陽村 137k㎡ （南阿蘇村）

H14.12.2 人吉市、相良村、 67,150人 H15.4.1
H15.1.22 錦町、五木村、山江村、 972k㎡ 人吉市・相良村のみ

球磨村(４町村追加指定） 法定協議会移行
H15.8.1 H15.7.23（ ）

法定協議会解散
H14.12.25 御船町、甲佐町 30,544人 H16.5.31
H16.6.21 157k㎡ 法定協議会解散（ ）
H15.1.22 蘇陽町、矢部町、清和村 20,333人 H17.2.11合併

545k㎡ （山都町）
H15.2.3 多良木町、湯前町、 19,796人 H15.7.14
H15.8.1 水上村 406k㎡ 任意協議会解散（ ）
H15.2.5 南小国町、小国町 13,611人 H16.8.31
H16.9.1 253k㎡ 法定協議会解散（ ）
H15.8.1 菊池市 七城町 旭志村 52,636人 H17.3.22合併、 、 、

泗水町 277k㎡ （菊池市）
H16.3.19 竜北町、宮原町 13,725人 H17.10.1合併

33k㎡ （氷川町）
H17.3.7 玉名市 岱明町 横島町 73,051人 H17.10.3合併、 、 、

天水町 153k㎡ （玉名市）
H17.3.7 菊水町、三加和町 12,390人 H18.3.1合併

99k㎡ （和水町）
H17.3.7 合志町、西合志町 49,391人 H18.2.27合併

53k㎡ （合志市）
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（
一
〇
）
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
支
援 

 
県
内
各
地
で
任
意
協
議
会
、
法
定
協
議
会
設
置
の
動
き
が
具
体
化
し
始
め
、
そ
れ

に
伴
っ
て
、
合
併
協
議
会
に
お
け
る
主
要
調
査
項
目
で
あ
る
合
併
後
の
新
市
町
村
の

将
来
ビ
ジ
ョ
ン
や
市
町
村
建
設
計
画
の
策
定
、
住
民
等
へ
の
周
知
啓
発
等
に
か
か
る

検
討
経
費
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
補
助
を
行
う
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ
る
。 

平
成
一
三
年
度
の
制
度
創
設
時
に
は
、
地
域
の
要
望
に
応
じ
て
県
本
庁
若
し
く
は

地
域
振
興
局
が
必
要
な
契
約
等
を
行
う
形
を
採
っ
て
い
た
が
、平
成
一
五
年
度
以
降
、

合
併
協
議
会
に
対
す
る
直
接
補
助
に
制
度
改
正
し
た
。 

 

平
成
一
三
年
度
以
降
、
平
成
一
六
年
度
ま
で
に
、
予
算
総
額
四
千
七
百
万
円
の
支

援
を
実
施
し
た
。 

 
(

一
一
）
市
町
村
合
併
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成 

 

昭
和
の
大
合
併
か
ら
約
五
〇
年
が
経
過
し
、
各
市
町
村
で
は
合
併
検
討
の
ノ
ウ
ハ

ウ
が
十
分
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
一
三
年
八
月
に
国
で
策
定
さ

れ
た
「
法
定
協
議
会
運
営
の
手
引
」
や
、
中
球
磨
５
か
町
村
で
の
検
討
、
全
国
の
先

進
事
例
等
を
踏
ま
え
、
市
町
村
合
併
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
編
さ
ん
研
究
会
（
座
長 

小

嶋
市
町
村
合
併
推
進
室
長
）
に
よ
り
検
討
を
進
め
さ
せ
、
平
成
一
四
年
三
月
、
独
自

の
合
併
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
新
た
に
作
成
し
た
。
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
本
編
、
検
討

実
務
編
、
参
考
資
料
編
、
デ
ー
タ
編
の
四
編
構
成
で
、
全
体
で
約
八
〇
〇
頁
に
亘
る

実
務
的
な
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
な
っ
た
。 

国
が
策
定
し
た
「
法
定
協
議
会
運
営
の
手
引
」
が
、
法
定
協
議
会
設
置
以
降
の
運

営
の
解
説
を
主
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
法
定
協
議
会
設
置
前
に
任
意
協
議
会
が
設

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
任
意
協
議
会
設
置
以
降
の
運
営
を
含
め
た
内
容
と

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
合
併
検
討
に
必
要
な
資
料
を
迅
速
に
作
成
で
き
る
よ
う
、

主
な
様
式
等
に
先
進
事
例
を
直
接
記
録
さ
せ
利
活
用
で
き
る
Ｃ
Ｄ
形
式
で
配
布
す
る

と
と
も
に
、
後
日
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
た
。 

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
県
内
の
合
併
協
議
会
、
市
町
村
を
は
じ
め
同
様
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
不
足
に
悩
む
各
都
道
府
県
に
も
配
布
さ
れ
、
合
併
協
議
の
事
務
方
の
必
携
と
し

て
、
県
内
は
も
と
よ
り
他
の
都
道
府
県
関
係
者
に
も
好
評
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。 

※
参
考
：
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
六
一
二
頁
～
六
一
五
頁 

 

（
一
二
）
熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン 

 

平
成
一
三
年
八
月
、
国
が
「
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
た
こ
と
を
受

け
、
本
県
に
お
い
て
は
、
国
の
支
援
プ
ラ
ン
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、

本
県
独
自
の
支
援
策
等
を
と
り
ま
と
め
、
市
町
村
合
併
の
検
討
及
び
合
併
市
町
村
の

新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
県
市
町
村
合
併
推
進

本
部
に
お
い
て
プ
ラ
ン
策
定
に
向
け
た
取
組
み
が
進
め
ら
れ
、
平
成
一
四
年
（
二
〇

〇
二
年
）
七
月
四
日
、「
熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
た
。 

支
援
プ
ラ
ン
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
「
合
併
重
点
支
援
地
域
に
指
定
し
た
市
町

村
」
及
び
「
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
」
と
さ
れ
た
。 

な
お
、
平
成
一
六
年
五
月
に
、「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
の
経
過

措
置
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
応
じ
て
、
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
日
付
で
改
訂
が
行
わ

れ
、
対
象
と
な
る
市
町
村
に
「
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
「
合
併
申

請
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
当
該
合
併
申
請
に
係
る

合
併
を
行
っ
た
市
町
村
」
を
追
加
し
た
。 

本
県
の
支
援
プ
ラ
ン
は
、
体
系
的
に
は
、【
国
の
支
援
プ
ラ
ン
の
活
用
】
、【
県
独
自

の
支
援
策
】
の
大
き
く
二
つ
に
大
別
さ
れ
、
県
独
自
の
支
援
策
と
し
て
は
、
①
県
職

員
の
参
画
及
び
派
遣
、
市
町
村
合
併
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
助
言
な
ど
の
行
政
支

援
策
、
②
県
事
業
の
優
先
的
・
重
点
的
な
実
施
、
市
町
村
合
併
特
別
交
付
金
に
よ
る

助
成
な
ど
の
事
業
支
援
策
、
③
各
種
計
画
に
お
け
る
圏
域
等
の
見
直
し
、
権
限
移
譲

の
推
進
な
ど
の
そ
の
他
の
支
援
策
、
の
三
つ
で
構
成
さ
れ
た
。 

ま
た
、
平
成
一
五
年
三
月
二
五
日
に
は
、
県
独
自
の
事
業
支
援
策
（
県
事
業
の
優

先
的
・
重
点
的
な
実
施
二
二
事
業
）
と
し
て
、
本
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
支
援
事
業
リ
ス

ト
三
九
事
業
が
公
表
さ
れ
た
。
（
本
稿
に
お
い
て
は
省
略
） 
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熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン 

平
成
一
四
年
七
月
四
日 

平
成
一
六
年
一
〇
月
一
日
改
訂 

一 

策
定
趣
旨
等 

 
 
(

１) 

趣  

旨 

・
国
の
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
（
平
成
一
三
年
八
月
三
〇
日
市
町
村
合
併
支
援
本
部
決
定
。

以
下
「
国
の
支
援
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
本
県
独
自
の
支

援
策
等
を
と
り
ま
と
め
、
市
町
村
合
併
の
検
討
及
び
合
併
市
町
村
の
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
総

合
的
に
支
援
す
る
。 

 
(

２) 

対
象
地
域 

・
合
併
重
点
支
援
地
域
に
指
定
し
た
市
町
村 

・
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村 

 

・
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
「
合
併
申
請
」
と
い
う
。）
を
行
い
、
平
成
一
八
年
三
月
三
一

日
ま
で
に
当
該
合
併
申
請
に
係
る
合
併
を
行
っ
た
市
町
村 

 

二 

国
の
支
援
プ
ラ
ン
の
活
用 

・
国
の
支
援
プ
ラ
ン
に
掲
載
さ
れ
た
事
業
を
活
用
し
た
市
町
村
事
業
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
要

望
を
踏
ま
え
、
国
に
対
し
て
採
択
が
な
さ
れ
る
よ
う
積
極
的
に
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
国
の

支
援
プ
ラ
ン
に
掲
げ
ら
れ
た
事
業
を
活
用
し
た
県
事
業
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
推
進
す
る
。 

 

三 

県
独
自
の
支
援
策 

（
１
） 

行
政
支
援
策 

① 

法
定
協
議
会
等
へ
の
県
職
員
の
参
画
及
び
派
遣 

・
関
係
市
町
村
等
の
求
め
に
応
じ
て
、
任
意
協
議
会
又
は
法
定
協
議
会
に
、
県
職
員
を
委
員
等

と
し
て
参
画
さ
せ
る
と
と
も
に
、
事
務
局
に
県
職
員
を
派
遣
す
る
。 

② 

合
併
市
町
村
と
県
と
の
人
事
交
流 

・
合
併
市
町
村
の
行
財
政
能
力
の
向
上
と
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
等
を
支
援
す
る
た
め
、
合
併

市
町
村
と
県
と
の
人
事
交
流
を
促
進
す
る
。 

③ 

市
町
村
合
併
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
助
言 

・
任
意
協
議
会
又
は
法
定
協
議
会
に
、
県
が
策
定
し
た
「
市
町
村
合
併
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を

提
供
し
、
助
言
等
を
行
う
。 

④ 

合
併
市
町
村
に
対
す
る
「
ま
ち
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
の
派
遣
等 

・
合
併
市
町
村
が
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
振
興
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
各
行
政
分
野
で
政
策
企
画
等
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
や

調
査
研
究
へ
の
助
言
を
行
う
。 

⑤ 

合
併
市
町
村
に
対
す
る
行
財
政
総
合
診
断
に
よ
る
助
言 

・
合
併
市
町
村
に
対
し
て
、
よ
り
効
率
的
な
行
財
政
運
営
が
行
え
る
よ
う
行
財
政
診
断
を
計
画

的
に
実
施
す
る
。 

⑥ 

市
制
施
行
に
向
け
た
助
言
等 

・
合
併
に
よ
っ
て
市
制
施
行
を
目
指
す
町
村
に
対
し
て
、
都
市
計
画
事
業
や
福
祉
事
務
所
の
事

業
等
市
制
移
行
に
伴
う
新
た
な
事
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
助
言
す
る
と
と

も
に
、
専
門
知
識
に
関
す
る
研
修
を
積
極
的
に
支
援
す
る
。 

（
２
）
事
業
支
援
策 

①  

県
事
業
の
優
先
的
・
重
点
的
な
実
施 

・
県
と
の
協
議
を
経
て
「
市
町
村
建
設
計
画
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
県
事
業
に
つ
い
て
、
優
先

的
・
重
点
的
に
実
施
す
る
。 

・
国
の
支
援
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
「
市
町
村
合
併
支
援
道
路
整
備
計
画
」
や
「
市
町
村
合
併
支
援

農
道
等
整
備
計
画
」
に
掲
げ
ら
れ
た
県
事
業
等
に
つ
い
て
も
、
優
先
的
・
重
点
的
に
実
施
す
る
。 

県
単
独
の
補
助
事
業
や
貸
付
金
に
よ
る
助
成
等 

・
合
併
関
係
市
町
村
が
行
う
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
視
野
に
入
れ
た
事
業
や
合
併
市
町
村
が

行
う
「
市
町
村
建
設
計
画
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
事
業
に
つ
い
て
、
県
単
独
の
補
助
事
業
や
貸

付
金
に
よ
り
優
先
的
に
支
援
す
る
。 

 
 

（
例
）
熊
本
県
地
域
振
興
総
合
補
助
金
、
熊
本
県
市
町
村
振
興
資
金 

な
ど 

③ 

市
町
村
合
併
特
別
交
付
金
に
よ
る
助
成 

・
合
併
関
係
市
町
村
が
行
う
合
併
市
町
村
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
た
め
の
事
業
や
合
併
市
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町
村
が
行
う
市
町
村
建
設
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
事
業
に
つ
い
て
、
市
町
村
合
併
特
別
交
付

金
に
よ
り
助
成
す
る
。 

・
現
行
の
市
町
村
合
併
特
別
交
付
金
制
度
の
交
付
要
件
に
つ
い
て
、市
町
村
の
意
向
を
踏
ま
え
、

制
度
の
改
善
を
検
討
す
る
。 

④ 

「
新
市
町
村
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
」
策
定
へ
の
支
援 

・
任
意
協
議
会
又
は
法
定
協
議
会
が
行
う
「
新
市
町
村
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
」
策
定
の
た
め
の
調
査

研
究
等
を
支
援
す
る
。 

⑤ 

法
定
協
議
会
等
が
行
う
周
知
啓
発
へ
の
支
援 

 

・
任
意
協
議
会
又
は
法
定
協
議
会
が
行
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
等

の
周
知
啓
発
活
動
を
支
援
す
る
。  

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  

（
３
）
そ
の
他
の
支
援
策 

① 

県
が
策
定
す
る
各
種
計
画
に
お
け
る
圏
域
等
の
見
直
し 

・
県
が
策
定
す
る
各
種
計
画
に
お
け
る
圏
域
並
び
に
県
立
高
校
（
全
日
制
・
普
通
科
）
の
通
学

区
域
、
警
察
署
の
管
轄
区
域
、
県
の
出
先
機
関
の
所
管
区
域
等
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
市

町
村
の
意
向
を
踏
ま
え
、
行
政
の
効
率
性
、
住
民
の
利
便
性
、
合
併
市
町
村
の
一
体
性
な
ど
総

合
的
な
観
点
か
ら
見
直
し
を
図
る
。 

② 

権
限
移
譲
の
推
進 

・
合
併
市
町
村
に
対
し
て
は
、
当
該
市
町
村
の
意
向
を
踏
ま
え
て
権
限
移
譲
を
積
極
的
に
推
進

す
る
と
と
も
に
、
県
と
市
町
村
の
役
割
分
担
等
を
検
討
す
る
。
な
お
、
権
限
移
譲
に
当
た
っ
て

は
、
事
務
処
理
が
円
滑
に
行
え
る
よ
う
当
該
市
町
村
の
行
政
体
制
の
整
備
を
支
援
す
る
。 

 

四 

市
町
村
合
併
の
た
め
の
広
報
・
啓
発 

（
１
）
広
報
啓
発
事
業
の
実
施 

・
県
民
に
広
く
市
町
村
合
併
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
市
町
村

の
合
併
に
向
け
た
取
組
み
を
支
援
す
る
た
め
、
広
報
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
実
施
す
る
。 

・
新
市
町
村
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
、
県
に
お
け
る
広
報
活
動
等
の
機
会
を
通
じ
て
県
内
及
び
全
国

的
に
情
報
を
発
信
す
る
。 

（
２
）
合
併
支
援
窓
口
の
設
置 

・
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
県
民
へ
の
周
知
啓
発
の
一
層
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
国
、
県
の

支
援
プ
ラ
ン
の
紹
介
や
そ
の
具
体
化
に
つ
い
て
の
相
談
等
に
対
応
す
る
た
め
、
本
庁
及
び
地
域

振
興
局
に
窓
口
を
設
置
す
る
。 

 

総
務
部
市
町
村
総
室
（
市
町
村
合
併
推
進
室
）  

 
 
 
 
  
  

総
合
政
策
局
政
策
調
整
課
（
政
策
調
整
班
）  

 
 
 
  

地
域
振
興
部
地
域
政
策
課
（
政
策
・
企
画
班
）  

 
 

健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課
（
政
策
班
） 

環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
（
政
策
班
） 

商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課
（
政
策
班
） 

農
政
部
農
政
課
（
政
策
班
） 

林
務
水
産
部
林
政
課
（
政
策
班
） 

土
木
部
監
理
課
（
政
策
班
） 

出
納
局
会
計
課
（
庶
務
・
指
導
班
） 

企
業
局
総
務
課
（
政
策
班
） 

警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
（
企
画
第
二
係
） 

教
育
委
員
会
教
育
政
策
課
（
政
策
・
情
報
班
）  

 
 

宇
城
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

玉
名
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

鹿
本
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

菊
池
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

阿
蘇
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

上
益
城
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

八
代
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

芦
北
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

球
磨
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 

天
草
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室 
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（
一
三
）
市
町
村
合
併
推
進
室
に
お
け
る
二
班
の
設
置 

 
平
成
一
四
年
度
、
各
地
で
法
定
協
議
会
に
お
け
る
検
討
も
具
体
化
し
、
県
は
、
平

成
一
五
年
度
を
、
市
町
村
合
併
の
成
就
に
向
け
て
、
検
討
の
山
場
と
な
る
と
位
置
づ

け
た
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
各
地
域
の
合
併
検
討
の
熟
度
に
応
じ
て
支
援
体
制
を
整
備
し
、
県

下
各
地
域
の
合
併
に
向
け
た
取
り
組
み
を
よ
り
一
層
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
平
成
一
五
年
度
、
市
町
村
合
併
推
進
室
内
に
「
市
町
村
合
併
推
進
班
」
と
「
新

市
町
村
づ
く
り
支
援
班
」
が
設
置
さ
れ
、
相
互
に
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
地
域
振
興

局
と
一
体
と
な
っ
て
、
市
町
村
合
併
に
向
け
た
市
町
村
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
と

さ
れ
、
こ
の
体
制
は
翌
平
成
一
六
年
度
ま
で
継
続
さ
れ
た
。 

 

（
一
四
）
市
町
村
建
設
計
画
策
定
の
手
引
き
の
作
成 

 

市
町
村
が
合
併
を
契
機
と
し
て
、
自
立
し
た
行
政
体
制
の
整
備
や
時
代
の
環
境
変

化
や
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
政
策
の
重
点
化
を
図
る
【
質
の
高
い
合
併
】
を
推
進

す
る
た
め
、
合
併
協
議
会
に
お
け
る
新
市
町
村
づ
く
り
に
向
け
た
検
討
段
階
か
ら
明

確
な
理
念
と
よ
り
具
体
的
な
助
言
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
市
町
村
建

設
計
画
策
定
の
基
本
的
な
考
え
方
の
参
考
と
な
る
よ
う
、
県
は
、
市
町
村
建
設
計
画

策
定
の
手
引
き
編
さ
ん
研
究
会
（
座
長 

小
嶋
市
町
村
合
併
推
進
室
長
）
に
よ
り
市

町
村
建
設
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
の
検
討
に
着
手
し
、
平
成
一
五
年
七

月
、「
市
町
村
建
設
計
画
策
定
の
手
引
き
」
を
策
定
し
た
。
こ
の
手
引
き
は
、
市
町
村

建
設
計
画
へ
の
掲
載
項
目
の
単
な
る
紹
介
に
止
ま
ら
ず
、
合
併
を
契
機
と
し
た
行
政

体
制
の
整
備
や
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
重
点
を
お
い
た
内
容
と
な
っ
た
。
こ
の
た

め
全
国
的
に
も
配
布
さ
れ
合
併
検
討
の
参
考
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。 

 

 

（
一
五
）
市
町
村
長
に
対
す
る
市
町
村
合
併
に
関
す
る
意
向
調
査 

 

 

平
成
一
五
年
度
末
ま
で
に
、
本
県
内
で
は
、
あ
さ
ぎ
り
町
、
上
天
草
市
が
誕
生
し
、

平
成
一
六
年
四
月
一
日
現
在
で
県
内
一
五
地
域
五
四
市
町
村
で
法
定
又
は
任
意
の
合

併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
合
併
成
就
に
向
け
た
議
論
が
全
県
下
で
行
わ
れ
て
い
た
。 

し
か
し
、
一
方
で
、
平
成
一
五
年
度
は
合
併
が
目
の
前
に
迫
っ
て
来
た
事
も
あ
っ

て
、
協
議
会
を
構
成
す
る
市
町
村
の
中
途
脱
退
や
、
法
定
協
議
会
廃
止
の
動
き
等
も

各
地
で
顕
在
化
し
、
ま
た
、
合
併
の
枠
組
み
が
固
ま
ら
な
い
市
町
村
も
一
部
に
残
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、平
成
一
六
年
度
か
ら
い
わ
ゆ
る
三
位
一
体
の
改
革
が
具
体
化
し
、

地
方
交
付
税
が
か
つ
て
な
い
規
模
で
削
減
さ
れ
る
な
ど
、
市
町
村
は
こ
れ
ま
で
に
も

増
し
て
厳
し
い
財
政
環
境
の
変
化
に
直
面
し
、
今
後
の
単
独
事
業
や
行
政
サ
ー
ビ
ス

に
大
き
な
影
響
が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。 

こ
の
時
期
、
国
に
お
い
て
は
、
地
方
分
権
に
対
応
で
き
る
基
礎
自
治
体
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
、
合
併
特
例
法
に
一
定
の
経
過
措
置
を
設
け
て
合
併
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
期
限
後
も
新
法
を
制
定
し
更
な
る
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
所
要

の
法
律
案
を
国
会
に
上
程
、
平
成
一
六
年
五
月
に
は
こ
れ
が
成
立
の
運
び
と
な
っ
て

い
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
地
域
の
市
町
村
長

の
、
現
時
点
に
お
け
る
市
町
村
合
併
に
関
す
る
認
識
を
聴
取
し
、
合
併
の
意
向
と
可

能
性
が
あ
れ
ば
、
そ
の
意
向
を
踏
ま
え
て
支
援
す
る
た
め
の
資
料
と
す
る
た
め
、
平

成
一
六
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
、
合
併
市
町
村
及
び
合
併
協
議
会
設
置
市
町
村
を

除
く
全
市
町
村
の
首
長
（
三
三
人
）
を
対
象
に
調
査
を
実
施
し
た
。 

こ
の
う
ち
、
市
町
村
合
併
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
質
問
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
回

答
が
な
さ
れ
た
。 

 ・
合
併
の
必
要
性
を
理
解
し
て
お
り
、
現
行
法
の
下
で
の
合
併
を
目
指
す
と
し
て
い
る
市
町
村 

一
三
団
体
【
人
吉
市
、
水
俣
市
、
本
渡
市
、
牛
深
市
、
湯
前
町
、
有
明
町
、
御
所
浦
町
、

倉
岳
町
、
栖
本
町
、
新
和
町
、
五
和
町
、
天
草
町
、
河
浦
町
】 

・
合
併
の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
現
行
法
に
よ
る
合
併
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
や
周
辺
の

状
況
か
ら
し
て
困
難
と
し
て
い
る
市
町
村 

一
六
団
体
【
熊
本
市
、
荒
尾
市
、
城
南
町
、
産
山
村
、
高
森
町
、
西
原
村
、
御
船
町
、 

嘉
島
町
、
甲
佐
町
、
益
城
町
、
錦
町
、
多
良
木
町
、
水
上
村
、
五
木
村
、 

山
江
村
、
球
磨
村
】 
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（
理
由
）
時
間
的
に
現
行
法
の
下
に
よ
る
合
併
は
間
に
合
わ
な
い
、
相
手
方
と
な
る
市
町
村
が

既
に
別
の
枠
組
み
で
協
議
中
、
な
ど 

・
市
町
村
合
併
は
必
要
と
考
え
て
い
な
い
市
町
村 

二
団
体
【
相
良
村
、
苓
北
町
】 

・
そ
の
他 

二
団
体
【
植
木
町
、
津
奈
木
町
】 

 

現
行
合
併
特
例
法
の
下
で
の
合
併
を
目
指
す
と
し
た
一
三
市
町
村
の
う
ち
、
天
草

地
域
二
市
八
町
は
、
再
度
合
併
協
議
会
を
設
置
し
、
平
成
一
八
年
三
月
の
合
併
に
至

っ
た
が
、
残
る
人
吉
市
、
水
俣
市
、
湯
前
町
の
合
併
成
就
は
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
他
行
政
支
援
の
状
況 

人
的
支
援
と
し
て
、
関
係
市
町
村
の
求
め
に
応
じ
て
、

任
意
又
は
法
定
の
合
併
協
議
会
の
事
務
局
に
対
し
て
県
職
員
を
派
遣
し
た
。
平
成
一

〇
年
度
の
中
球
磨
５
か
町
村
の
任
意
協
議
会
を
皮
切
り
に
、
二
四
の
任
意
又
は
法
定

の
協
議
会
に
対
し
、
二
二
人
の
県
職
員
を
派
遣
し
た
。 

ま
た
、
平
成
一
五
年
度
か
ら
は
、
合
併
市
町
村
が
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
や
地
域

コ
ミ
ュ
二
テ
ィ
ー
の
振
興
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
各
行
政
分
野
で
政
策
企
画

等
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
や
調
査
研
究
へ
の
助
言
を
実
施

し
た
。
特
に
、
合
併
協
議
会
に
お
け
る
協
議
会
運
営
の
手
法
や
合
併
前
後
の
事
務
に

関
す
る
こ
と
、
地
域
自
治
組
織
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
県
職
員
が
出
向
き
、
研

修
を
行
っ
た
。 

 

  
 
 
 

第
二
節 

周
知
啓
発
事
業
の
状
況 

  

本
県
で
は
、
合
併
推
進
要
綱
の
策
定
前
か
ら
、
啓
発
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
等
に

よ
り
、
市
町
村
合
併
等
広
域
行
政
推
進
の
必
要
性
を
訴
え
て
き
た
が
、
特
に
合
併
推

進
要
綱
の
策
定
後
は
、
市
町
村
長
や
議
長
等
を
対
象
に
、
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
の

内
容
の
説
明
及
び
合
併
の
必
要
性
に
関
す
る
説
明
を
本
格
化
さ
せ
、
県
本
庁
及
び
各

地
域
振
興
局
が
随
時
地
元
の
要
望
に
応
じ
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。 

恒
常
的
な
説
明
会
の
実
施
以
外
に
も
、
周
知
啓
発
事
業
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

以
下
に
列
挙
す
る
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

 
 
 
 
 
 

一
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
る
周
知
啓
発 

○ 

広
域
行
政
推
進
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

平
成
八
年
度
か
ら
平
成
一
一
年
度
に
か
け
て
、
県
主
催
に
よ
り
「
広
域
行
政
推
進

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
名
の
通
り
「
広

域
行
政
推
進
」
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
市
町
村
合
併
を
一
つ
の
軸
に
し
な
が

ら
も
、
広
域
連
合
制
度
等
に
つ
い
て
も
併
せ
て
演
題
と
す
る
な
ど
、
地
方
分
権
や
広

域
行
政
全
般
に
対
す
る
地
域
住
民
及
び
行
政
関
係
者
の
意
識
の
向
上
を
狙
っ
て
い

た
。 

 

平
成
八
年
度
…
本
渡
市
に
お
い
て
、
市
町
村
議
会
議
員
、
職
員
等
約
二
〇
〇
名
を
対
象
に
、

講
演
会
を
実
施
。 

平
成
九
年
度
…
須
恵
村
に
お
い
て
、
中
球
磨
地
域
の
住
民
、
市
町
村
議
会
議
員
、
職
員
等
約

六
〇
〇
名
を
対
象
に
、
合
併
先
進
事
例
の
紹
介
及
び
地
元
住
民
代
表
等
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
。 

平
成
一
〇
年
度
…
須
恵
村
に
お
い
て
、
講
演
及
び
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
（
約

六
〇
〇
名
参
加
）
。
ま
た
、
長
洲
町
で
、
講
演
及
び
合
併
先
進
事
例
紹
介
を
実
施
（
約
六
〇
〇
名

参
加
）
。 

平
成
一
一
年
度
…
鏡
町
に
お
い
て
、
講
演
及
び
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
。 

約
五
〇
〇
名
が
参
加
。 
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○ 

全
国
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
施 

 

自
治
省
は
、
市
町
村
合
併
に
関
す
る
周
知
啓
発
の
取
組
み
と
し
て
、
平
成
一
二
年 

度
か
ら
全
国
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
始
し
た
。
平
成
一
二
年
度
～
一
四
年
度
は 

都
道
府
県
毎
に
開
催
さ
れ
、
平
成
一
五
年
度
及
び
一
六
年
度
は
、
全
国
を
複
数
の
ブ 

ロ
ッ
ク
に
分
割
し
て
の
開
催
と
な
っ
た
。 

 

本
県
に
お
け
る
実
施
状
況
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

【
平
成
一
二
年
度
】
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
六
日 

於
・
熊
本
テ
ル
サ 

約
五
五
〇
人
参
加 

主
催
：
自
治
省
、
熊
本
県
、
熊
本
日
日
新
聞
社
、
全
国
地
方
新
聞
社
連
合
会 

・
基
調
講
演 

講
師 

小
西
砂
千
夫 

（
自
治
省
市
町
村
合
併
推
進
会
議
委
員 

関
西
学
院
大
学
大
学
院
教
授
） 

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

パ
ネ
リ
ス
ト 

小
西 

砂
千
夫
（
前
記
） 

 
 
 
 

 
 

山
田 

吉
孝 

（
自
治
省
市
町
村
合
併
推
進
会
議
委
員
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
元
解
説
委
員
） 

 
 
 
 

 
 

徳
野 

貞
雄
（
熊
本
大
学
文
学
部
教
授
） 

 
 
 
 

 
 

宮
崎 

邦
雄
（（
株
）
金
剛
社
長
、
熊
本
県
経
済
同
友
会
常
任
幹
事
） 

 
 
 
 

 
 

板
倉 

敏
和
（
自
治
大
臣
官
房
審
議
官
（
税
務
担
当
）
） 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

伊
関 

八
州
遠
（
熊
本
日
日
新
聞
社
論
説
委
員
） 

 

【
平
成
一
三
年
度
】
平
成
一
三
年
一
一
月
二
四
日 

於
・
本
渡
市
立
陵
南
中
学
校 

 
 
 
 

 
 
 

 

約
一
、
三
〇
〇
人
参
加 

主
催
：
日
本
国
政
府
、
総
務
省
、
熊
本
県
、
熊
本
日
日
新
聞
社
、
全
国
地
方
新
聞
社
連
合
会
、

二
一
世
紀
の
市
町
村
合
併
を
考
え
る
国
民
協
議
会 

・
主
催
者
挨
拶 

風
間 

昶 

（
総
務
副
大
臣
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

潮
谷 

義
子
（
熊
本
県
知
事
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

橋
元 

俊
樹
（
熊
本
日
日
新
聞
社
常
務
取
締
役
） 

・
総
務
省
制
作
の
ビ
デ
オ
を
上
映 

 

・
事
例
報
告 

 

中
球
磨
５
か
町
村
合
併
協
議
会
に
お
け
る
検
討
状
況 

 
 
 

 
 

 
 

 

植
薄 

清
重
（
免
田
町
長
、
中
球
磨
５
か
町
村
合
併
協
議
会
会
長
） 

 
 

天
草
地
域
市
町
合
併
検
討
協
議
会
に
お
け
る
検
討
状
況 

 
 
 
  
 
  
 
  
 

 

西
村 

武
典
（
牛
深
市
長
、
天
草
地
域
市
町
合
併
検
討
協
議
会
会
長
） 

・
総
務
省
制
作
の
ビ
デ
オ
を
上
映 

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

渡
邊 

榮
文
（
熊
本
県
立
大
教
授
、
県
合
併
支
援
会
議
座
長
） 

 

パ
ネ
リ
ス
ト 

板
倉 

敏
和
（
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
長
） 

 
 

 
 

 
 

 

潮
谷 

義
子
（
熊
本
県
知
事
） 

 
 

 
 

 
 

 

橋
野 

君
佳
（
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
） 

 
 

 
 

 
 

 

早
川  

担 

（
熊
本
日
日
新
聞
社
地
方
部
長
） 

 
 

 
 

 
 

 

安
田 

公
寛
（
本
渡
市
長
） 

 
 

 
 

 
 

 

横
島 

龍
一
（
（
社
）
天
草
本
渡
青
年
会
議
所
理
事
長
） 

 

【
平
成
一
四
年
度
】
平
成
一
四
年
一
一
月
一
六
日 

於
・
阿
蘇
町
立
体
育
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

約
一
、
五
〇
〇
人
参
加 

主
催
：
政
府
市
町
村
合
併
支
援
本
部
、
総
務
省
、
熊
本
県
、
熊
本
日
日
新
聞
社
、
全
国
地
方
新

聞
社
連
合
会
、
二
一
世
紀
の
市
町
村
合
併
を
考
え
る
国
民
協
議
会 

・
主
催
者
挨
拶 

 

加
藤 

紀
文
（
総
務
副
大
臣
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

潮
谷 

義
子
（
熊
本
県
知
事
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

橋
元 

俊
樹
（
熊
本
日
日
新
聞
社
常
務
取
締
役
） 

・
基
調
講
演 

 
 

講
師 
名
城
大
学
教
授 

昇 

秀
樹 

・
総
務
省
制
作
の
ビ
デ
オ
を
上
映 

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

−576−−577−



 －570－

 
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

渡
邊 

榮
文
（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

パ
ネ
リ
ス
ト 

河
﨑 

敦
夫
（
阿
蘇
町
長
） 

安
田 

公
寛
（
本
渡
市
長
） 

北
里 

香
代
（
主
婦
・
阿
蘇
郡
小
国
町
在
住
） 

松
永 

幹
夫
（
熊
本
日
日
新
聞
社
編
集
局
次
長
兼
論
説
委
員
） 

潮
谷 
義
子
（
熊
本
県
知
事
） 

木
村 

功 
（
総
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
） 

 

【
平
成
一
六
年
度
】
平
成
一
六
年
七
月
二
六
日 

於
・
熊
本
テ
ル
サ 

約
七
〇
〇
人
参
加 

主
催
：
政
府
市
町
村
合
併
支
援
本
部
、
総
務
省
、
熊
本
県
、
福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
大

分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
、
沖
縄
県
、
熊
本
日
日
新
聞
社
、
全
国
地
方
新
聞
社
連
合
会 

・
主
催
者
挨
拶 

松
本 

純
（
総
務
大
臣
政
務
官
） 

 
 
 
 

 
 
 

潮
谷 

義
子
（
熊
本
県
知
事
） 

・
基
調
講
演 

講
師 

小
西
砂
千
夫
（
関
西
学
院
大
学
大
学
院
教
授
な
ど
） 

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

井
上 

繁
氏
（
常
磐
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
振
興
学
部
教
授
） 

 

パ
ネ
リ
ス
ト 

 
 
 

安
田 

公
寛
（
本
渡
市
長
、
天
草
合
併
協
議
会
会
長
） 

豊
田 

紀
代
美
（
松
橋
町
議
会
副
議
長
） 

久
保 

信
保
（
総
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
） 

井
上 

稔
彦
（
熊
本
日
日
新
聞
社
編
集
局
地
方
部
長
兼
論
説
委
員
） 

 

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー 

 

小
西 

砂
千
夫
（
前
記
） 

 

○ 

市
町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

 

平
成
一
二
年
度
に
は
、
本
県
独
自
の
市
町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
県
主
催
（
地 

元
市
町
村
会
、
議
長
会
等
共
催
）
で
実
施
。 

 

【
宇
城
地
域
】
平
成
一
二
年
一
一
月
二
二
日 

於
・
ウ
イ
ン
グ
松
橋 

・
基
調
講
演 

上
田 

多
紀
夫
（
兵
庫
県
篠
山
市
公
営
企
業
部
長
・
元
合
併
協
議
会
事
務
局
長
）

 

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

 

パ
ネ
リ
ス
ト 

植
薄 

清
重
（
免
田
町
長
・
中
球
磨
５
か
町
村
合
併
協
議
会
会
長
） 

 
 

 
 

 
 

 

迫
田 

隆
弘
（
宇
土
市
商
工
会
会
長
） 

 
 

 
 

 
 

 

平
江 

和
俊
（
（
社
）
宇
城
青
年
会
議
所
副
理
事
長
） 

 
 

 
 

 
 

 

緒
方 

好
秋
（
県
市
町
村
課
長
） 

 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

渡
邊 

榮
文
（
熊
本
県
立
大
学
総
合
管
理
学
部
教
授
） 

【
阿
蘇
地
域
】
平
成
一
三
年
二
月
一
三
日 

於
・
阿
蘇
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル 

・
基
調
講
演 

坂
本 

光
司
（
浜
松
大
学
経
営
情
報
学
部
教
授
） 

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

 

パ
ネ
リ
ス
ト 

小
笠
原 

徹
朗
（
阿
蘇
町
観
光
協
会
会
長
） 

 
 

 
 

 
 

 

谷
川 

て
る
み
（
県
農
業
女
性
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
） 

 
 

 
 

 
 

 

平
野 

正
見
（
中
球
磨
５
か
町
村
合
併
協
議
会
事
務
局
長
） 

 
 

 
 

 
 

 

緒
方 

好
秋
（
県
市
町
村
課
長
） 

 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

木
原 

佳
奈
子
（
熊
本
県
立
大
学
総
合
管
理
学
部
助
教
授
） 

 

○ 

市
町
村
合
併
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー 

 

平
成
一
三
年
六
月
四
日
に
、
市
町
村
合
併
の
早
期
の
取
組
み
を
促
す
た
め
、
県
内 

の
各
界
各
層
の
ト
ッ
プ
を
対
象
と
し
て
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
、
県
内
市
町
村
長
及 

び
議
長
、
各
種
団
体
の
長
等
、
約
五
〇
〇
人
が
参
加
し
た
。 

主
催 

熊
本
県 

 

於
・
熊
本
テ
ル
サ 

・
主
催
者
挨
拶 

熊
本
県
知
事 

潮
谷 

義
子 

・
講
演 

講
師 

井
上 

繁(

常
磐
大
学
教
授
、
地
方
自
治
経
営
学
会
理
事
な
ど) 

・
講
演 

講
師 

高
橋 

盛
吉
（
北
上
オ
フ
ィ
ス
プ
ラ
ザ
社
長
、
前
北
上
市
長
） 

  

○ 

地
域
振
興
局
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

 

平
成
一
三
年
度
、
各
地
域
に
対
す
る
周
知
啓
発
の
徹
底
の
た
め
、
地
域
振
興
局
毎 

に
リ
レ
ー
形
式
で
行
う
「
地
域
振
興
局
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
行
わ
れ
た
。（
開
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催
状
況
は
別
表
の
と
お
り
） 

   
 

    

■
「
地
域
振
興
局
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
開
催

八

代

天

草

上
益
城

芦

北

玉

名

地
域
振
興
局
名

名

称

八
代
地
域
市
町
村
合
併

天
草
上
島
４
町
地
域

上
益
城
地
域

水
俣
芦
北
地
域

荒
尾
玉
名
地
域

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

市
町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

市
町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

市
町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

市
町
村
合
併
フ
ォ
ー
ラ
ム

開
催
日
時

平
成
一
三
年
九
月
二
日

平
成
一
三
年
九
月
二
日

平
成
一
三
年
九
月
五
日

平
成
一
三
年
九
月
六
日

平
成
一
三
年
九
月
九
日

開
催
会
場

千
丁
町
文
化
セ
ン
タ
ー

松
島
町
総
合
セ
ン
タ
ー

御
船
町
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

芦
北
町
民
総
合
セ
ン
タ
ー

玉
名
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

「
パ
ト
リ
ア
千
丁
」

「
ア
ロ
マ
」

「
し
ろ
や
ま
ス
カ
イ
ド
ー
ム
」

内

容

●
基
調
講
演

●
基
調
講
演

●
基
調
講
演

●
基
調
講
演

●
基
調
講
演

古
賀
倫
嗣

黒
田
武
一
郎

熊
本
県
副
知
事

原
田
久

高
島
茂
樹

古
賀
倫
嗣

（

）

（
熊
本
大
学
教
育
学
部
教
授
）

（
熊
本
県
立
大
学
助
教
授
）

（
総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
体
制

（
熊
本
大
学
教
育
学
部
教
授
）

●
事
例
発
表

整
備
室
長
）

●
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

●
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

大
対
信
文

●
事
例
発
表

●
事
例
発
表

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー:

吉
田
俊
男

（

）

（

）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー:

山
田
忠
昭

兵
庫
県
篠
山
市
政
策
部
次
長

森
内
捷
夫

森
本
繁

玉
名
青
年
会
議
所
シ
ニ
ア
会
長

（
熊
本
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー

（
前
茨
城
県
牛
堀
町
長
）

（
兵
庫
県
篠
山
市

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー:

古
賀
教
授

調
査
研
究
部
副
部
長
）

政
策
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
副

パ
ネ
リ
ス
ト

ア
ド
バ
イ
ザ
ー:

古
賀
教
授

課
長
）

・
吉
田
勝
也

パ
ネ
リ
ス
ト

（
天
水
町
長
、
荒
尾
玉
名
地
域
市

・
真
木
清
司

町
村
合
併
問
題
研
究
会
長
）

（

）

（
八
代
経
済
開
発
同
友
会

･

島
津
勇
典

熊
本
県
議
会
議
員

代
表
幹
事
）

･

那
須
良
介

・
宮
崎
京
子

Ｊ
Ａ
鏡
女
性
部
長

（
荒
尾
商
工
会
議
所
副
会
頭
）

（

）

・
松
岡
雄
一
（
宮
原
町

･

橋
本
利
明
（
Ｊ
Ａ
玉
名
参
事
）

ま
ち
づ
く
り
情
報
銀
行
支
店
長

･

糸
永
千
代
美

）

・
奥
川
光
子

（
岱
明
町
農
業
委
員
）

（
泉
村
小
原
地
区
婦
人
会
長
）

･

島
田
京
子
（
Ｆ
Ｍ
玉
名
局
長
）

参
加
人
員

約
四
三
〇
人

約
五
六
〇
人

約
五
〇
〇
人

約
四
八
〇
人

約
六
五
〇
人

そ
の
他

後
援:

八
代
市
、
郡
町
村
会
、

天
草
上
島
４
町
合
併
推
進
協
議

後
援:
郡
町
村
会
、

後
援:

水
俣
市
、
田
浦
町
、

（
社
）
玉
名
青
年
会
議
所
及
び

(

民
間
団
体
と
の

八
代
市
議
会
、

会
と
の
共
催

郡
町
村
議
長
会

北
町
、
津
奈
木
町

（
社
）
荒
尾
青
年
会
議
所
と
の
共

共
催
等)

八
代
郡
町
村
議
会
議
長
会

催

芦
北
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○ 

地
方
分
権
推
進
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー 

 

平
成
一
四
年
七
月
二
一
日
、
市
町
村
合
併
に
向
け
た
検
討
が
具
体
化
す
る
中
で
の 

地
方
分
権
改
革
の
現
状
や
今
後
の
方
向
性
等
に
つ
い
て
、
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大 

臣
を
迎
え
、「
地
方
分
権
推
進
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
、
県
議
、
市
町
村
長
及 

び
議
長
な
ど
、
約
二
五
〇
人
が
参
加
し
た
。 

 

・
主
催 
熊
本
県
、
総
務
省 

 

於
・
熊
本
県
町
村
自
治
会
館 

・
主
催
者
挨
拶 

熊
本
県
知
事 

潮
谷 

義
子 

・
講
演 

講
師 
総
務
大
臣 

片
山 

虎
之
助 

 

阿

蘇

球

磨

球

磨

鹿

本

宇

城

地
域
振
興
局
名

名

称

阿
蘇
地
域

人
吉
下
球
磨
地
域

奥
球
磨
地
域

山
鹿
・
鹿
本
地
域

宇
城
西
部
五
町
地
域

町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

市
町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

市
町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

市
町
村
合
併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

開
催
日
時

平
成
一
三
年
一
二
月
一
日

平
成
一
四
年
一
月
二
二
日

平
成
一
四
年
二
月
三
日

平
成
一
四
年
二
月
六
日

平
成
一
四
年
二
月
二
一
日

開
催
会
場

国
立
阿
蘇
青
年
の
家

人
吉
球
磨
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス

湯
前
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

植
木
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

松
橋
町
総
合
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー

大
ホ
ー
ル

文
化
ホ
ー
ル

「
ウ
イ
ン
グ
ま
つ
ば
せ
」

内

容

●
基
調
講
演

●
基
調
講
演

●
基
調
講
演

●
基
調
講
演

●
基
調
講
演

大
対
信
文

昇

秀
樹

小
嶋
一
誠

高
島
茂
樹

黒
田
武
一
郎
（
熊
本
県
副
知
事
）

（
兵
庫
県
篠
山
市
政
策
部
次
長
）

名
城
大
学
都
市
情
報
学
部
教
授

（
熊
本
県
総
務
部
市
町
村
総
室

（
総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
体
制

●
事
例
発
表

（

）

●
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

●
事
例
発
表

市
町
村
合
併
推
進
室
長
）

整
備
室
長
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー:

中
原
均

高
屋
敷
克
広

●
事
例
発
表

●
事
例
発
表

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー:

山
田
忠
昭

（
阿
蘇
青
年
会
議
所
理
事
長
）

（
岩
手
県
北
上
市
企
画

大
対
信
文

溝
端
太
一

（
熊
本
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

調
整
部
企
画
課
長
）

（
兵
庫
県
篠
山
市
政
策
部
次
長
）

（
前(

初
代)

兵
庫
県
篠
山
市
議
会

調
査
研
究
部
副
部
長
）

・
大
対
信
文

議
長
）

パ
ネ
リ
ス
ト

（
兵
庫
県
篠
山
市
政
策
部
次
長
）

・
吉
田
等
（
三
角
町
長
）

・
富
田
健
治

・
森
茂
之
（
不
知
火
町
長
）

（
阿
蘇
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室

・
松
田
利
康
（
松
橋
町
長
）

長
）

・
松
永
信
雄
（
小
川
町
長
）

パ
ネ
リ
ス
ト

・
園
田
俊
宏
（
豊
野
町
長
）

・
中
山
達
也

（
阿
蘇
町:

食
品
製
造
業
）

・
後
藤
祐
次
郎

（
一
の
宮
町:

飲
食
業
）

（

）

・
松
原
正
明

産
山
村:

建
設
業

・
井
豪
士
（
波
野
村:

農
業
）

参
加
人
員

約
一
〇
〇
人

約
五
〇
〇
人

約
三
〇
〇
人

約
八
〇
〇
人

約
七
〇
〇
人

そ
の
他

主
催:

阿
蘇
フ
ォ
ー
ラ
ム
運
営

後
援:

人
吉
市

球
磨
郡
町
村
会

主
催:

後
援:

山
鹿
市
、
鹿
北
町
、
菊
鹿

宇
城
西
部
五
町
合
併
推
進
協
議
会

、

、

(

民
間
団
体
と
の

委
員
会

人
吉
市
議
会
、

奥
球
磨
広
域
連
携
推
進
協
議
会
と

町

鹿
本
町

鹿
央
町

植
木
町

と
の
共
催

、

、

、

、

共
催
等)

後
援:

阿
蘇
地
域
振
興
局

球
磨
郡
町
村
議
会
議
長
会

の
共
催

社
団
法
人
山
鹿
青
年
会
議
所
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○ 

地
方
制
度
改
革
特
別
セ
ミ
ナ
ー 

市
町
村
が
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
重
要
な
選
択
の
時
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
か 

ら
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
地
方
制
度
改
革
の
現
状
と
今
後
の
見
直
し
に
つ
い
て
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
第
二
七
次
地
方
制
度
調
査
会
の
諸
井 

虔 

会
長
及
び
総
務
省
自
治
行
政
局
合
併
推
進
課 

望
月
達
史
課
長
を
講
師
に
迎
え
、市
町

村
長
、
市
町
村
議
会
議
員
等
を
対
象
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
。
県
議
や
県
内

市
町
村
長
ら
約
二
、
〇
〇
〇
人
が
参
加
し
た
。 

 

・
主
催 

熊
本
県 

於
・
県
立
劇
場 

・
主
催
者
挨
拶 

熊
本
県
知
事 

潮
谷 
義
子 

・
特
別
講
演 

講
師 

諸
井 

虔
（
第
二
七
次
地
方
制
度
調
査
会
会
長
） 

・
講
演 

講
師 

望
月 

達
史
（
総
務
省
自
治
行
政
局
合
併
推
進
課
長
） 

  
 

二
、
啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
新
聞
等
各
種
媒
体
に
よ
る
広
報 

平
成
八
年
度
以
降
、
市
町
村
合
併
問
題
に
か
か
る
啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
ビ 

デ
オ
を
作
成
し
、
各
地
域
振
興
局
、
市
町
村
等
に
配
布
す
る
ほ
か
、
各
種
説
明
会
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
で
活
用
し
た
。 

ま
た
、
県
内
の
全
戸
に
配
布
さ
れ
る
県
の
広
報
誌
「
県
か
ら
の
た
よ
り
」
や
、
地

元
新
聞
紙
上
で
、
市
町
村
合
併
の
必
要
性
、
市
町
村
合
併
の
メ
リ
ッ
ト
、
県
内
各
地

の
合
併
に
向
け
た
動
き
等
に
つ
い
て
の
広
報
を
実
施
し
た
。 

 

三
、
「
作
文
・
論
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
等
の
実
施 

平
成
一
三
年
七
月
一
〇
日
か
ら
九
月
一
〇
日
に
か
け
て
、
中
学
生
、
高
校
生
及
び 

一
般
を
対
象
と
し
た
「
作
文
・
論
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
、
小
学
生
を
対
象
と
し
た
「
イ
メ

ー
ジ
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
実
施
し
た
。
市
町
村
合
併
と
い
う
内
容
の
高
度
さ
の
た
め

か
、
作
文
・
論
文
コ
ン
ク
ー
ル
の
応
募
数
は
計
一
四
点
に
留
ま
っ
た
が
、
イ
メ
ー
ジ

画
コ
ン
ク
ー
ル
の
応
募
数
は
計
一
八
五
点
に
達
し
た
。
後
日
、
そ
れ
ぞ
れ
最
優
秀
、

優
秀
作
が
選
定
さ
れ
、
県
庁
ロ
ビ
ー
で
の
掲
示
や
、
新
聞
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
へ
の

掲
載
が
行
わ
れ
た
。 

 

四
、
市
町
村
合
併
「
啓
発
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
開
設 

平
成
一
四
年
三
月
、
熊
本
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
「
市
町
村
合
併
コ
ー
ナ
ー
」 

を
開
設
し
、
市
町
村
合
併
の
必
要
性
、
県
内
各
地
の
動
き
、
県
の
取
組
状
況
等
を
掲

載
、
広
く
合
併
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
た
。
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
で
は
多
数
の

ア
ク
セ
ス
数
を
誇
る
ペ
ー
ジ
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
周
知
啓
発
に
多
大
な
効
果
を
上
げ

た
。 

  
 
 

第
三
節 

県
内
各
地
域
に
お
け
る
合
併
検
討
の
状
況
の
総
括 

  

県
内
各
地
域
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
を
総
括
的
に
整
理
す
る
。（
各
地
域
ご
と

の
個
別
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
第
二
編
及
び
第
三
編
を
参
照
） 

 

一
、
各
地
域
の
動
向 

平
成
六
～
七
年
度
の
第
一
次
調
査
終
了
後
、
ま
ず
、
モ
デ
ル
地
域
の
ひ
と
つ
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
中
球
磨
５
か
町
村
（
上
村
・
免
田
町
・
岡
原
村
・
須
恵
村
・
深

田
村
）
に
お
い
て
具
体
的
な
合
併
に
向
け
た
検
討
が
開
始
さ
れ
た
。 

球
磨
盆
地
の
中
心
部
に
位
置
す
る
中
球
磨
五
か
町
村
の
合
併
問
題
は
、
昭
和
の
大

合
併
を
経
験
し
て
お
ら
ず
、
課
題
と
さ
れ
て
来
た
が
、
今
次
合
併
の
第
一
次
調
査
で

の
モ
デ
ル
地
域
の
選
定
等
を
契
機
と
し
て
、
平
成
八
年
一
〇
月
に
、
首
長
レ
ベ
ル
に

よ
る
「
中
球
磨
地
域
広
域
行
政
懇
話
会
」
が
発
足
し
、
合
併
に
向
け
た
自
主
的
な
検

討
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
平
成
一
〇
年
四
月
に
は
、「
中
球
磨
５
か
町
村
合
併
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問
題
協
議
会
（
任
意
協
議
会
）」
、
平
成
一
一
年
四
月
に
は
、「
中
球
磨
５
か
町
村
合
併

協
議
会
（
法
定
協
議
会
）」
が
設
置
さ
れ
た
。 

当
時
、
首
長
レ
ベ
ル
で
の
具
体
的
な
合
併
協
議
の
場
の
設
置
に
至
っ
た
の
は
中
球

磨
地
域
の
み
で
あ
っ
た
が
、
事
務
レ
ベ
ル
（
各
市
町
村
の
総
務
課
長
レ
ベ
ル
）
で
の

勉
強
会
の
動
き
は
県
内
で
幾
つ
か
見
ら
れ
た
。
平
成
八
年
一
〇
月
に
は
、
天
草
地
域

で
「
市
町
村
合
併
問
題
調
査
検
討
会
」
が
発
足
、
ま
た
、
平
成
九
年
一
一
月
に
は
「
山

鹿
鹿
本
地
域
行
政
体
制
調
査
検
討
会
」
、
同
年
一
二
月
に
は
「
八
代
地
域
広
域
行
政
研

究
会
」
が
発
足
し
、
地
域
の
現
状
分
析
や
広
域
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
天
草
地
域
に
お
い
て
は
、
平
成
一
一
年
一
一
月
に
天
草
地

域
二
市
一
三
町
の
総
務
課
長
に
よ
る
「
天
草
地
域
市
町
合
併
研
究
会
」
が
発
足
し
、

合
併
を
睨
ん
だ
天
草
地
域
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
等
を
報
告
書
に
お
い
て
具
体
的
に
提
言

す
る
に
至
っ
て
い
る
。 

県
が
合
併
推
進
要
綱
を
示
し
た
平
成
一
二
年
三
月
に
は
、
中
球
磨
５
か
町
村
で
は
、

合
併
協
定
項
目
に
つ
い
て
の
協
議
が
着
実
に
進
み
、
ま
た
、
総
務
課
長
レ
ベ
ル
で
の

「
天
草
地
域
市
町
合
併
研
究
会
」
で
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
天
草
地
域
で
は
、
平

成
一
二
年
五
月
に
こ
れ
を
市
町
長
レ
ベ
ル
の
研
究
会
に
改
組
し
て
検
討
を
重
ね
、
結

果
、
二
地
域
で
の
任
意
協
議
会
設
置
の
方
向
性
が
定
ま
る
な
ど
、
他
地
域
に
先
行
し

た
取
組
み
が
見
ら
れ
た
。 

そ
の
他
の
地
域
で
も
、
県
の
要
綱
で
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
合
併
検

討
の
機
運
は
一
挙
に
高
ま
り
、
平
成
一
二
年
度
に
は
県
下
殆
ど
の
地
域
で
、
市
町
村

合
併
に
関
す
る
総
務
課
長
レ
ベ
ル
で
の
検
討
（
勉
強
会
の
設
置
、
既
存
組
織
を
活
用

し
て
の
検
討
）
が
具
体
化
し
、
平
成
一
三
年
度
に
か
け
て
、
概
ね
首
長
（
及
び
議
長
）

 
 
 

 レ
ベ
ル
の
検
討
の
場
が
設
置
さ
れ
、
順
次
、
任
意
協
議
会
、
法
定
協
議
会
へ
と
移
行

し
て
い
っ
た
。
平
成
一
四
年
度
以
降
、
各
地
で
協
議
の
進
度
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、

着
実
に
進
捗
す
る
地
域
が
あ
る
一
方
、
協
議
会
の
解
散
や
枠
組
み
か
ら
の
離
脱
等
も

目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
合
併
特
例
法
期
限
を
目
前
に
控
え
た
平
成
一
六
年
度
後
半
ま

で
枠
組
み
が
変
転
し
た
地
域
も
見
受
け
ら
れ
た
。 

結
果
的
に
は
、
県
が
合
併
推
進
要
綱
を
示
し
た
平
成
一
二
年
三
月
時
点
で
の
県
下

九
四
市
町
村
の
う
ち
、
実
に
八
五
団
体
が
、
合
併
特
例
法
期
限
内
に
一
旦
は
任
意
及

び
法
定
協
議
会
に
参
加
し
合
併
協
議
を
行
っ
て
い
る
。
検
討
の
結
果
、
平
成
一
八
年

三
月
三
一
日
ま
で
に
、
六
二
市
町
村
が
廃
止
さ
れ
、
一
六
市
町
村
が
誕
生
し
、
平
成

の
合
併
の
結
果
、
本
県
市
町
村
数
は
四
八
市
町
村
に
収
斂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 
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新
市
町
村
名

あ
さ
ぎ
り
町

上
天
草
市

美
里
町

芦
北
町

宇
城
市

山
鹿
市

阿
蘇
市

山
都
町

南
阿
蘇
市

菊
池
市

八
代
市

氷
川
町

玉
名
市

合
志
市

和
水
町

天
草
市

合

併

年

月

日

平
成
一
五
年 

 

四
月 

 

一
日

平
成
一
六
年 

 

三
月
三
一
日

平
成
一
六
年
一
一
月 

 

一
日

平
成
一
七
年 

 

一
月 

 

一
日

平
成
一
七
年 

 
一
月
一
五
日

平
成
一
七
年 

 

一
月
一
五
日

平
成
一
七
年 

 

二
月
一
一
日

平
成
一
七
年 

 

二
月
一
一
日

平
成
一
七
年 

 

二
月
一
三
日

平
成
一
七
年 

 

三
月
二
二
日

平
成
一
七
年 

 

八
月 

 

一
日

平
成
一
七
年
一
〇
月 

 

三
日

平
成
一
七
年
一
〇
月 

 

三
日

平
成
一
八
年 

 

二
月
二
七
日

平
成
一
八
年 

 

三
月 

 

一
日

平
成
一
八
年 

 

三
月
二
七
日

合

併

市

町

村

名

上
村
、
免
田
町
、
岡
原
村
、
須
屋
村
、
深
田
村

大
矢
野
町
、
松
島
町
、
姫
戸
町
、
龍
ヶ
岳
町

中
央
町
、
砥
用
町

田
浦
町
、
芦
北
町

三
角
町
、
不
知
火
町
、
松
島
町
、
小
川
町
、
豊
野
町

山
鹿
市
、
鹿
北
町
、
菊
花
町
、
鹿
本
町
、
鹿
央
町

一
の
宮
町
、
阿
蘇
町
、
波
野
村

蘇
陽
町
、
矢
部
町
、
清
和
村

白
水
村
、
久
木
野
村
、
長
陽
村

菊
池
市
、
七
城
町
、
旭
志
村
、
泗
水
町

八
代
市
、
坂
本
村
、
千
丁
町
、
鏡
町
、
東
陽
村
、
泉
村

竜
北
町
、
宮
原
町

玉
名
市
、
岱
明
町
、
横
島
町
、
天
水
町

合
志
町
、
西
合
志
町

菊
水
町
、
三
加
和
町

本
渡
市
、
牛
深
市
、
有
明
町
、
御
所
浦
町
、
倉
岳
町

栖
本
町
、
新
和
町
、
五
和
町
、
天
草
町
、
河
浦
町
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平
成
の
合
併
の
結
果
、
合
併
前
の
九
四
市
町
村
の
平
均
人
口
は
、
一
九
、
七
八
〇
人
か
ら
四
八
市
町
村
で
三
八
、
七
三
六
人
に
倍
増
し
、
行
政
体
制
の
整
備
が
進
む
と
と
も
に
、

人
口
一
万
人
未
満
の
団
体
も
五
八
町
村
か
ら
一
六
町
村
に
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

        

一
方
で
、
合
併
協
議
が
中
途
で
破
綻
し
た
り
、
枠
組
み
の
変
動
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

奥
球
磨
地
域
合
併
任
意
協
議
会 

人
吉
下
球
磨
地
域
合
併
任
意
協
議
会 

御
船
・
甲
佐
合
併
協
議
会 

小
国
郷
二
町
合
併
推
進
任
意
協
議
会 

菊
池
南
部
四
町
合
併
協
議
会 

玉
名
地
域
一
市
八
町
合
併
推
進
協
議
会 

宇
土
・
富
合
合
併
協
議
会 

協
議
会
名 

平
成
一
五
年
七
月
一
四
日
協
議
会
解
散 

平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
協
議
会
解
散 

平
成
一
六
年
五
月
三
一
日
協
議
会
解
散 

平
成
一
六
年
八
月
三
一
日
協
議
会
解
散 

平
成
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
協
議
会
休
止

平
成
一
六
年
一
〇
月
七
日
協
議
会
休
止 

平
成
一
七
年
三
月
一
六
日
協
議
会
解
散 

 

年 

月 

日 

多
良
木
町
、
湯
前
町
、
水
上
村 

人
吉
市
、
相
良
村
、
錦
町
、
五
木
村
、
山
江
村
、
球
磨
村 

御
船
町
、
甲
佐
町 

南
小
国
町
、
小
国
町 

大
津
町
、
菊
陽
町
、
合
志
町
、
西
合
志
町 

玉
名
市
、
岱
明
町
、
横
島
町
、
天
水
町
、
玉
東
町
、
菊
水

町
、
三
加
和
町
、
南
関
町
、
長
洲
町 

宇
土
市
、
富
合
町 

構
成
市
町
村 

 

人
吉
市
、
相
良
村
の
み
法
定
協
議
会
に
移
行
し
た
が
、
平
成
一
五
年
七

月
二
三
日
解
散
し
た
。 

  

合
志
町
、
西
合
志
町
が
合
併
し
、
平
成
一
八
年
二
月
二
七
日
、
合
志
市

誕
生
。 

玉
名
市
、
岱
明
町
、
横
島
町
、
天
水
町
が
合
併
し
、
平
成
一
七
年
一
〇

月
三
日
、
玉
名
市
誕
生
。
菊
水
町
、
三
加
和
町
が
合
併
し
、
平
成
一
八

年
三
月
一
日
、
和
水
町
誕
生
。 

富
合
町
は
平
成
二
〇
年
一
〇
月
六
日
、
熊
本
市
と
合
併
。 

 

備 
 

考 

平
成
一
二
年
三
月
末

平
成
一
八
年
三
月
末

市
平
均

人
口
（
面
積
平
方
㎞
）

一
一
団
体

九
九
、
七
八
〇(

一
三
八)

一
四
団
体

一
〇
二
、
四
二
九(

二
五
八)

熊
本
市
を
除
く
平
均

一
〇
団
体

四
三
、
五
五
七(

一
二
五)

一
三
団
体

五
九
、
三
八
四(

二
五
七)

町

村

平

均

八
三
団
体

九
、
一
七
八(

七
一)

三
四
団
体

一
二
、
五
一
〇(

一
一
二)

県

平

均

九
四
団
体

一
九
、
七
八
〇(

七
九)

四
八
団
体

三
八
、
七
三
六(

一
五
四)

熊
本
市
を
除
く
平
均

九
三
団
体

一
二
、
八
七
五(

七
七)

四
七
団
体

二
五
、
四
七
五(

一
五
二)

人
口
１
万
未
満
の
町
村
数

五
八

一
六
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ま
た
、
任
意
及
び
法
定
協
議
会
に
一
度
も
参
加
し
て
い
な
い
市
町
村
は
、
熊
本
市
、

荒
尾
市
、
植
木
町
、
高
森
町
、
西
原
村
、
益
城
町
、
嘉
島
町
、
城
南
町
、
津
奈
木
町
、

水
俣
市
の
一
〇
市
町
村
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
不
参
加
の
理
由
は
地
域
に
よ
っ
て

様
々
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
詳
細
は
各
地
域
編
参
照
） 

 

 
 
 
 
 
 

二
、
住
民
投
票
・
住
民
発
議
の
状
況 

 

こ
の
「
平
成
の
大
合
併
」
の
検
討
過
程
で
は
、
各
地
で
住
民
発
議
、
住
民
投
票
に

向
け
た
手
続
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
特
筆
す
べ
き
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の

状
況
を
総
括
し
て
お
く
。 

 

合
併
特
例
法
四
条
及
び
四
条
の
二
に
基
づ
く
住
民
発
議
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
七

年
三
月
末
ま
で
に
、
二
八
町
村
で
四
〇
件
三
一
種
類
の
住
民
発
議
が
行
わ
れ
た
。 

こ
の
う
ち
、
対
象
市
町
村
議
会
及
び
請
求
市
町
村
議
会
の
議
決
に
よ
り
法
定
協
議

会
設
置
に
至
っ
た
ケ
ー
ス
は
皆
無
で
あ
り
、
ま
た
、
請
求
市
町
村
議
会
の
否
決
後
、

後
続
の
住
民
投
票
手
続
が
開
始
さ
れ
、
投
票
に
至
っ
た
ケ
ー
ス
は
五
件
あ
る
が
、
投

票
の
結
果
、
い
ず
れ
も
対
象
市
町
村
と
の
法
定
協
議
会
設
置
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、

法
定
協
議
会
の
設
置
に
直
結
し
た
事
例
は
無
か
っ
た
。 

も
っ
と
も
、
法
定
協
議
会
設
置
が
実
現
し
た
こ
と
か
ら
手
続
を
中
途
で
終
了
す
る

ケ
ー
ス
や
、
そ
の
後
の
関
係
市
町
村
の
協
議
で
、
結
果
的
に
、
住
民
発
議
で
求
め
ら

れ
た
枠
組
み
で
の
法
定
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
見
受
け
ら
れ
る
。 

地
方
自
治
法
第
七
四
条
関
係
の
住
民
投
票
条
例
の
制
定
を
求
め
る
動
き
に
つ
い
て

は
、
平
成
一
七
年
三
月
末
ま
で
に
、
住
民
か
ら
の
直
接
請
求
が
一
五
件
、
首
長
・
議

員
提
案
の
事
例
が
六
件
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
住
民
投
票
の
実
施
に
至
っ
た

ケ
ー
ス
は
七
件
あ
り
、
う
ち
六
件
が
合
併
の
賛
否
を
問
う
も
の
、
一
件
が
合
併
枠
組

み
に
つ
い
て
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
合
併
の
賛
否
を
問
う
た
も
の
で
は
、
菊
池
郡
七

城
町
及
び
大
津
町
、
八
代
郡
坂
本
村
の
事
例
で
は
、
以
後
の
合
併
協
議
の
方
向
性
に

信
託
が
与
え
ら
れ
る
形
と
な
っ
た
が
、
下
益
城
郡
富
合
町
、
阿
蘇
郡
南
小
国
町
、
上

益
城
郡
御
船
町
で
は
、
投
票
結
果
を
受
け
法
定
協
議
会
が
解
散
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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横島町 横島町 植木町 清和村 菊陽町 植木町 天水町 菊陽町 西合志町 宮原町

9 9 8 7 6 5 4 3 2 1

天水町
玉東町

天水町
玉東町

玉東町 矢部町 大津町・合志
町・西合志町 熊本市 熊本市 熊本市 熊本市

八代１市６
町村

4,622 4,622 24,730 2,822 21,867 24,730 5,798 21,867 21,451 4,095

H14.8.27 H14.8.27 H14.8.23 H14.8.21 H14.8.5 H14.7.24 H14.7.23 H14.7.5 H14.7.2 H14.6.24

H14.8.30 H14.8.28 H14.8.26 H14.8.26 H14.8.8 H14.7.29 H14.7.24 H14.7.10 H14.7.8 H14.6.26

H14.9.17 H14.9.17 H14.9.20 H14.9.24 H14.8.15 H14.8.16 H14.8.26 H14.8.9 H14.8.8 提出なし

H14.10.3 H14.10.3 H14.10.17 H14.10.7 H14.8.29 H14.9.5 H14.9.11 H14.8.23 H14.8.27 　

1,562人 288人 8,106人 311人 1,455人 6,679人 394人 978人 1,695人

33.8% 6.5% 32.8% 11.0% 6.7% 27.0% 6.8% 4.5% 7.9%

H14.10.15 H14.10.15 H14.10.25 H14.10.18 H14.9.10 H14.9.13 H14.9.20 H14.9.3 H14.9.6

H14.10.18 H14.10.18 H14.10.29 H14.10.25 H14.9.12 H14.9.20 H14.9.26 H14.9.6 H14.9.13

H14.11.8 H14.11.8
H15.1.20
付議せず

H15.1.23
付議せず

H14.12.4 H14.9.25 H14.10.3 H14.9.30 H14.9.25

H14.12.16
否決

H14.12.16
否決

否決-大津町（1/28）
西合志町（2/4）

可決-合志町（2/3）

H14.10.10
可決

H14.10.10
可決

H14.10.10
可決

H14.10.10
可決

H14.12.13
否決

H14.12.13
否決

H15.2.3
可決

H14.11.25
否決

H14.11.19
否決

H14.11.25
否決

H14.11.19
否決

否 否 否 否 否 否 否 否 否

なし なし なし なし

H14.12.9 H14.12.9 H14.12.15 H14.12.5

H14.12.9 H14.12.11 H14.12.17 H14.12.11

H15.1.9 H15.1.11 H15.1.17 H15.1.11

H15.1.14 提出なし 提出なし H15.1.15

H15.2.3 H15.2.4

H15.2.3 H15.2.4

7,099人 4,536人

28.6% 21.1%

H15.2.10 H15.2.11

H15.2.12 H15.2.14

H15.3.23 H15.3.23

否　 否

有 効 署 名 数

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

有効署名数の有権者数に対する割合

署 名 簿 の 縦 覧 （ 市 町 村 選 管 ）
※ ７ 日 間

住 民 投 票 実 施 請 求
（ 市 町 村 選 管 へ ）

住 民 投 票

署 名 収 集 期 限

署 名 簿 の 提 出 日 （ 実 績 ）

署名簿の審査期限（市町村選管）

署 名 簿 の 審 査 終 了 （ 実 績 ）

（住民投票）

請求市町村長による住民投票請求
（ 基 準 日 か ら 十 日 以 内 ）

投票実施請求代表者証明書の交付
申請（基準日から二十日以内）

投票実施請求代表者証明書
の 交 付 ・ 告 示

対象市町村長からの議会付議
の 意 見 回 答

対 象 市 町 村 議 会 付 議 日

請 求 市 町 村 議 会 付 議 日

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

有 効 署 名 数

有効署名数の有権者数に対する割
合

合 併 協 議 会 設 置 請 求

対象市町村長への議会付議
の 意 見 照 会

請求代表者証明書の交付申請

請求代表者証明書の交付・告示

署 名 簿 の 提 出 日

署 名 簿 の 審 査 終 了

選 挙 人 名 簿 登 録 者 数

同一請求である旨の確認申請

合併協議会設置請求書の返付

合併特例法第４条及び第４条の２に基づく住民発議の状況

請求市町村

本県において請求がなされた順

合 併 対 象 市 町 村 の 名 称
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合志町 泗水町 城南町 旭志村 大津町 旭志村 益城町 富合町 大津町 長洲町

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

大津町・菊陽町
泗水町・西合志町

大津町・菊陽町
合志町・西合志町 熊本市 菊池市・七城

町・泗水町 旭志村 大津町 熊本市 熊本市 菊陽町・合志
町・西合志町 荒尾市

17,471 11,021 15,595 4,351 21,596 4,351 25,646 6,585 21,596 14,505

H14.10.15 H14.10.10 H14.10.7 H14.9.30 H14.9.27 H14.9.24 H14.9.17 H14.9.9 H14.9.6 H14.8.29

H14.10.21 H14.10.16 H14.10.15 H14.10.2 H14.10.4 H14.9.30 H14.9.20 H14.9.11 H14.9.12 H14.9.2

H14.11.26 H14.11.15 H14.11.19 H14.11.6 H14.11.5 H14.10.30 H14.10.24 H14.10.15 H14.9.25 H14.10.2

H14.12.12 H14.11.29 H14.12.4 H14.11.21 H14.11.22 H14.11.14 H14.11.13 H14.11.4 H14.10.8 H14.10.22

2,973人 4,552人 6,306人 1,373人 2,039人 1,637人 8,648人 1,685人 1,916人 699人

17.0% 41.3% 40.4% 31.6% 9.4% 37.6% 33.7% 25.6% 8.9% 4.8%

H14.12.20 H14.12.9 H14.12.13 H14.12.2 H14.12.4 H14.11.25 H14.11.27 H14.11.26 H14.10.25 H14.10.31

H14.12.24 H14.12.9 H14.12.25 H14.12.3 H14.12.5 H14.11.25 H14.12.5 H14.12.6 H14.10.30 H14.11.5

H15.2.28
付議せず
(大津町)

H15.2.28
付議せず
(大津町)

H15.2.18 H15.3.3
H15.2.28
付議せず

H15.2.21
付議せず

H14.12.19 H15.2.18 H14.12.4 H14.11.12

H15.3.5
可決

H15.4.18
可決－菊池市

継続審査-七城町
継続審査-泗水町

H15.1.24
可決

H15.3.12
継続審査

否決-西合志（2/4）
可決-菊陽町（2/3）

合志町（2/3）

H14.12.4
可決

H15.12.25
否決

H15.4.18
可決

H15.1.29
否決

H15.3.14
否決

H15.1.28
否決

H14.12.20
否決

否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

なし

H15.2.12

H15.2.13

H15.5.28

H15.5.30

H15.6.19

H15.6.18

7,351人

28.5%

H15.6.25

H15.6.27

H15.8.3

否

署名簿の審査期限（市町村選管）

請求代表者証明書の交付・告示

署 名 簿 の 提 出 日

署 名 簿 の 審 査 終 了

合 併 協 議 会 設 置 請 求

対象市町村長への議会付議
の 意 見 照 会

対象市町村長からの議会付議
の 意 見 回 答

対 象 市 町 村 議 会 付 議 日

請 求 市 町 村 議 会 付 議 日

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

有 効 署 名 数

有効署名数の有権者数に対する割
合

請求市町村

本県において請求がなされた順

合 併 対 象 市 町 村 の 名 称

選 挙 人 名 簿 登 録 者 数

同一請求である旨の確認申請

合併協議会設置請求書の返付

請求代表者証明書の交付申請

有 効 署 名 数

有効署名数の有権者数に対する割合

署 名 簿 の 縦 覧 （ 市 町 村 選 管 ）
※ ７ 日 間

住 民 投 票 実 施 請 求
（ 市 町 村 選 管 へ ）

合併特例法第４条及び第４条の２に基づく住民発議の状況　（つづき）

署 名 簿 の 審 査 終 了 （ 実 績 ）

住 民 投 票

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

（住民投票）

請求市町村長による住民投票請求
（ 基 準 日 か ら 十 日 以 内 ）

署 名 収 集 期 限

署 名 簿 の 提 出 日 （ 実 績 ）

投票実施請求代表者証明書の交付
申請（基準日から二十日以内）

投票実施請求代表者証明書
の 交 付 ・ 告 示

−586−−587−
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玉東町 蘇陽町 天水町 横島町 横島町 鏡町 大津町 西原村 津奈木町 南関町

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

植木町 高森町
玉名市・横島町・玉東
町・菊水町・南関町・三
加和町・岱明町・長洲町

玉名市・岱明町・菊水
町・長洲町・天水町・玉

東町

玉名市・岱明町・菊水
町・三加和町・南関町・

長洲町

竜北町
宮原町

西原村 大津町 水俣市 三加和町

4,751 4,065 5,798 4,622 4,622 13,457 21,596 4,906 4,740 9,720

H14.12.24 H14.12.11 H14.12.9 H14.12.6 H14.12.5 H14.11.19 H14.11.7 H14.10.28 H14.10.25 H14.10.17

H14.12.25 H14.12.13 H14.12.11 H14.12.9 H14.12.9 H14.11.26 H14.11.13 H14.10.29 H14.11.5 H14.10.22

H15.1.14 H14.12.24 H15.1.7 提出なし 提出なし H14.12.24 H14.12.16 H14.11.26 H14.12.2 H14.11.25

H15.1.30 H15.1.8 H15.1.24 H15.1.8 H14.12.26 H14.12.16 H14.12.19 H14.12.12

1,376人 428人 185人 1,826人 1,557人 2,181人 866人 1,720人

29.0% 10.5% 3.2% 13.6% 7.2% 44.5% 18.3% 17.7%

請求なし H15.1.20 請求なし H15.1.17 H15.1.9 H14.12.26 H14.12.27 H14.12.24

H15.1.21 H15.1.20 H15.1.14 H14.12.27 H14.12.27 H15.1.10

H15.4.18
付議せず

H15.2.6 H15.3.27 H15.3.27 H15.1.16 H15.1.20

H15.3.20
可決－竜北町
可決－宮原町

H15.9.18
否決

H15.7.3
否決

H15.3.13
可決

H15.1.22
否決

H15.3.24
否決

H15.7.3
否決

H15.9.18
否決

H15.3.17
否決

H15.3.14
否決

否 否 否 否 否 否

なし なし

H15.4.10 H15.4.1

H15.4.18 H15.4.7

H15.5.18 H15.5.28

H15.5.21 H15.5.30

H15.6.10 H15.6.19

H15.6.9 H15.6.19

3,541人 1,074人

26.4% 22.8%

H15.6.16 H15.6.26

H15.6.18 H15.6.30

H15.7.27 H15.8.3

否 否

署 名 収 集 期 限

署 名 簿 の 提 出 日 （ 実 績 ）

署名簿の審査期限（市町村選管）

署 名 簿 の 審 査 終 了 （ 実 績 ）

有 効 署 名 数

有効署名数の有権者数に対する割合

署 名 簿 の 縦 覧 （ 市 町 村 選 管 ）
※ ７ 日 間

住 民 投 票 実 施 請 求
（ 市 町 村 選 管 へ ）

住 民 投 票

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

（住民投票）

請求市町村長による住民投票請求
（ 基 準 日 か ら 十 日 以 内 ）

投票実施請求代表者証明書の交付
申請（基準日から二十日以内）

投票実施請求代表者証明書
の 交 付 ・ 告 示

対象市町村長からの議会付議
の 意 見 回 答

対 象 市 町 村 議 会 付 議 日

請 求 市 町 村 議 会 付 議 日

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

有 効 署 名 数

有効署名数の有権者数に対する割
合

合 併 協 議 会 設 置 請 求

対象市町村長への議会付議
の 意 見 照 会

請求代表者証明書の交付申請

請求代表者証明書の交付・告示

署 名 簿 の 提 出 日

署 名 簿 の 審 査 終 了

合併特例法第４条及び第４条の２に基づく住民発議の状況　（つづき）

選 挙 人 名 簿 登 録 者 数

同一請求である旨の確認申請

合併協議会設置請求書の返付

請求市町村

本県において請求がなされた順

合 併 対 象 市 町 村 の 名 称

−588−−589−
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一の宮町 産山村 波野村 松橋町 本渡市 高森町 五木村 西原村 玉東町 玉東町

37 36 35 34 33 32 31

不知火町
豊野町

有明町・栖本町
新和町・五和町 蘇陽町

人吉市
相良村

益城町
玉名市・横島町・天水町・
菊水町・南関町・三加和

町・岱明町・長洲町

玉名市・横島町・天水町・
菊水町・南関町・三加和

町・岱明町・長洲町

7,979 1,446 1,474 19,562 31,806 6,261 1,369 4,980 4,751 4,751

H15.11.20 H15.11.10 H15.5.12 H15.3.28 H15.2.18 H15.1.6 H14.12.26

H15.11.26 H15.11.11 H15.5.15 H15.4.9 H15.2.19 H15.1.7 H14.12.27

H15.12.24 H15.12.12 H15.6.2 H15.4.30 H15.5.12 H15.1.15 H15.1.14

H16.2.10 H16.2.9 H16.2.7 H16.1.13 H15.12.15 H15.6.13 H15.5.12 H15.5.29 H15.1.27
署名簿取下げ

H15.1.27
署名簿取下げ

180人 44人 49人 2,390人 790人 214人 206人 1,150人

2.3% 3.0% 3.3% 12.2% 2.5% 3.4% 15.0% 23.1%

H16.2.20 H16.2.18 H16.2.20 H16.1.31 H15.12.24 H15.6.23 H15.5.22 H15.6.10

H16.2.2 H15.12.25 H15.6.27 H15.5.29 H15.6.12

H16.2.4
H16.3.16（五和町）
H16.3.22（有明町、栖本
町、新和町）
付議せず

H15.8.8
付議せず

H15.6.26
付議せず
(相良村)

H15.8.5

H16.2.10
否決

H16.3.15
否決

H16.3.23 H16.3.25 H16.3.23
H16.2.10

否決
H16.6.17

否決

否 否 否 否 否

なし なし なし

H16. 4.12 H16. 4.12 H16. 4.12

H16. 4.14 H16. 4.14 H16. 4.14

H16. 5.14 H16. 5.14 H16. 5.14

提出なし H16. 5.1７ H16. 5.1７

H16.1.22

H15.12.16

H15.12.25

38

【同一請求市町村】
一の宮町・産山村・波野村

H15.12.9

H15.12.12

否

対 象 市 町 村 議 会 付 議 日

請 求 市 町 村 議 会 付 議 日

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

請求代表者証明書の交付申請

請求代表者証明書の交付・告示

署 名 簿 の 提 出 日

署 名 簿 の 審 査 終 了

有 効 署 名 数

有効署名数の有権者数に対する割
合

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

署 名 簿 の 縦 覧 （ 市 町 村 選 管 ）
※ ７ 日 間

住 民 投 票 実 施 請 求
（ 市 町 村 選 管 へ ）

本県において請求がなされた順

対象市町村長からの議会付議
の 意 見 回 答

対象市町村長への議会付議
の 意 見 照 会

選 挙 人 名 簿 登 録 者 数

有 効 署 名 数

有効署名数の有権者数に対する割合

合 併 対 象 市 町 村 の 名 称

署名簿の審査期限（市町村選管）

署 名 簿 の 提 出 日 （ 実 績 ）

署 名 収 集 期 限

合併協議会設置請求書の返付

合併特例法第４条及び第４条の２に基づく住民発議の状況　（つづき）

請求市町村

住 民 投 票

（住民投票）

請求市町村長による住民投票請求
（ 基 準 日 か ら 十 日 以 内 ）

投票実施請求代表者証明書の交付
申 請 （ 基 準 日 か ら 二 十 日 以 内 ）

投票実施請求代表者証明書
の 交 付 ・ 告 示

署 名 簿 の 審 査 終 了 （ 実 績 ）

合 併 協 議 会 設 置 請 求

同一請求である旨の確認申請

−588−−589−
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城南町 蘇陽町 高森町

40

富合町

15,829 4,042 6,235

H17.3.7

H17.3.9

H17.3.23  H16.5.10 H16.5.14

H17.4.8 H16.6.6 H16.6.10

973人 1,015人 791人

6.1% 25.1% 12.7%

H17.4.21 H16.6.11 H16.6.14

H17.4.22

H17.8.19

H17.9.26
否決

H17.9.22
否決

H16.7.26 H16.7.26

否

なし なし

H16.8.12 H16.8.12

H16.8.20 H16.8.20

H16.9.20 H16.9.20

提出なし 提出なし

請求市町村

本県において請求がなされた順

合 併 対 象 市 町 村 の 名 称

同一請求である旨の確認申請

合併協議会設置請求書の返付

請求代表者証明書の交付申請

請求市町村長による住民投票請求
（ 基 準 日 か ら 十 日 以 内 ）

署 名 簿 の 提 出 日 （ 実 績 ）

有効署名数の有権者数に対する割合

合 併 協 議 会 設 置 請 求

対 象 市 町 村 議 会 付 議 日

請 求 市 町 村 議 会 付 議 日

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

（住民投票）

請求代表者証明書の交付・告示

署 名 簿 の 提 出 日

対象市町村長への議会付議
の 意 見 照 会

対象市町村長からの議会付議
の 意 見 回 答

署 名 簿 の 審 査 終 了

有 効 署 名 数

署 名 収 集 期 限

署名簿の審査期限（市町村選管）

39

【同一請求市町村】
蘇陽町・高森町

H16.4.1

投票実施請求代表者証明書の交付
申請（基準日から二十日以内）

H16.4.6

H16.4.8

H16.4.21

否

合併特例法第４条及び第４条の２に基づく住民発議の状況　（つづき）

署 名 簿 の 縦 覧 （ 市 町 村 選 管 ）
※ ７ 日 間

住 民 投 票 実 施 請 求
（ 市 町 村 選 管 へ ）

住 民 投 票

合 併 協 議 会 設 置 の 成 否

署 名 簿 の 審 査 終 了 （ 実 績 ）

有 効 署 名 数

有効署名数の有権者数に対する割
合

投票実施請求代表者証明書
の 交 付 ・ 告 示

−590−−591−
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8 7 6 5 4 3 2 1

大津町 御船町 三加和町 松橋町 鹿北町 宮原町１ 竜北町 五和町 市町村名

住民 住民 住民 住民 住民 住民 住民 住民 提案区分

合併の
賛否

合併の
賛否

合併の
賛否

合併の
賛否

合併の
賛否

枠組み 枠組み
離脱の
可否

条例概要

H16.1.19 H16.1.14 H16.1.8 H15.12.26 H15.12.16 H15.10.22 H15.10.22 H15.9.22
交付
申請日

21,992人 15,132人 4,700人 19,664人 4,385人 4,202人 7,072人 8,810人 有権者数

3,073人 6,290人 1,225人 4,037人 349人 124人 200人 256人 有効署名数

14.0% 41.6% 26.1% 20.5% 8.0% 3.0% 2.8% 2.9%
有効署名数の有
権者者に対する
割合

H16.3.22 H16.3.2 H16.3.12 H16.3.26 H16.1.23 H15.12.9 H15.12.9 H15.10.21 本請求日

H16.4.8 H16.3.8 H16.4.1 H16.4.12 H16.2.10 H15.12.22 H15.12.22 H15.10.30 議決日

否決
7：10

可決
全会一致

否決
4：7

否決
5：12

否決
 1 : 10

否決
2 : 8

否決
4 : 9

否決
3 : 12

議決結果
（賛：否）

H16.4.25 投票日

甲佐町との合
併は否

投票結果

選挙人名簿登
録者

有権者

菊池南部四町
合併協議会

御船・甲佐合
併協議会

玉名地域１市
８町合併協議
会

宇城西部五町
合併協議会

鹿本地域合併
協議会

天草合併協議
会

合併
検討状況

八代北部二町合併協議会

県内における住民投票条例直接請求（地方自治法第７４条関係）等の状況
（住民の直接請求による住民投票条例制定の動き）

備　考

賛成
1,962（21％）
反対
7,451（79％）

−590−−591−
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15 14 13 12 11 10 9

坂本村 富合町 本渡市 西合志町 矢部町 宮原町２ 中央町 市町村名

住民 住民 住民 住民 住民 住民 住民 提案区分

合併の
賛否

合併の
賛否

合併の
賛否

合併の
賛否

枠組み
合併の
賛否

合併の
賛否

条例概要

H16.12.3 H16.10.29 H16.10.21 H16.4.30 H16.4.6 H16.2.6 H16.1.28
交付
申請日

4,876人 6,692人 31,667人 22,070人 10,405人 4,203人 4,331人 有権者数

568人 3,445人 2,187人 2,134人 5,610人 276人 743人 有効署名数

11.6% 51.5% 6.9% 9.7% 53.9% 6.6% 17.2%
有効署名数の有
権者者に対する
割合

H17.1.21 H17.1.6 H16.11.22 H16.6.28 H16.6.14 H16.5.24 H16.3.15 本請求日

H17.2.9 H17.1.24 H16.12.1 H16.7.12 H16.7.2 H16.6.11 H16.3.26 議決日

可決
8 : 5

可決
全会一致
※修正案は8:5

否決
7 : 13

否決
5 : 12

否決
6 : 7

否決
2 : 8

否決
2 : 11

議決結果
（賛：否）

H17.3.6 H17.3.13 投票日

１市４町村と
の合併賛成多
数

宇土市との合
併は否

投票結果

選挙人名簿登
録者

１８歳以上
永住外国人

有権者

八代地域市町
村合併協議会

宇土・富合合
併協議会

天草合併協議
会

菊池南部四町
合併協議会

矢部・清和・
蘇陽合併協議
会

八代北部二町
合併協議会

宇城東部二町
合併協議会

合併
検討状況

賛成
2,592（46％）
反対
2,985（54％）

備　考

県内における住民投票条例直接請求（地方自治法第７４条関係）等の状況
（住民の直接請求による住民投票条例制定の動き）（つづき）

賛成
2,545（72％）
反対
978（28％）

−592−−593−
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6 5 4 3 2 1

南小国町 大津町２ 産山村２ 産山村１ 七城町 南関町 市町村名

首長 首長 議員 首長 首長 議員 提案区分

合併の賛否 合併の賛否 枠組み 枠組み 合併の賛否 合併の賛否 条例概要

交付申請日

有権者数

有効署名数

有効署名数の有
権者者に対する
割合

本請求日

H16.6.9 H16.3.22 H16.2.4 H16.1.7 H15.11.24 H14.12.20 議決日

可決
全会一致

可決
16 : 2

可決
6 : 3

否決
4 : 5

可決
全会一致

否決
7 : 8

議決結果
（賛：否）

H16.7.11 H16.5.23 H16.3.7 H16.8.29 投票日

小国町との合併
は否

南部３町との合
併に賛成

中部３町村との
合併協議が比較
多数

北部３市町村と
の合併賛成多数

投票結果

１８歳以上
永住外国人

選挙人名簿登録
者

２０歳以上
永住外国人

選挙人名簿登録
者

有権者

賛成
828（26％）
反対
2,407（74％）

賛成
6,345（51％）
反対
5,985（49％）

中部３町　525
小国郷　　176
単独　　　480

賛成
2,660（76％）
反対
818（24％）

備　考

小国郷合併協議
会

菊池南部四町合
併協議会

菊池北部四市町
村合併協議会

玉名地域１市８
町合併協議会

合併検討状況

（首長・議員提案による住民投票条例制定の動き）

県内における住民投票条例直接請求（地方自治法第７４条関係）等の状況
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三
、
県
議
会
に
お
け
る
合
併
関
連
質
問
の
状
況 

平
成
三
年
度
以
降
、
本
県
議
会
に
お
い
て
も
多
く
の
合
併
関
連
の
質
問
が
な
さ
れ

て
い
る
。
平
成
二
三
年
一
一
月
議
会
ま
で
に
、
計
九
八
人
の
県
議
会
議
員
が
質
問
に

立
ち
、
合
併
に
関
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
市
町
村
合
併
が
各
地
域
の
大
き

な
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。 

（
県
議
会
に
お
け
る
質
問
等
に
つ
い
て
は
、
県
議
会
議
事
録
や
、
熊
本
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
県
議
会
、
会
議
録
の
検
索
で
も
確
認
す
る
事
が
で
き
る
。
） 

  

 
 
 
 
 
 

四
、
本
県
に
お
け
る
旧
法
合
併
の
総
括 

 

 

今
回
の
市
町
村
合
併
は
、
地
方
分
権
や
少
子
高
齢
化
等
様
々
な
環
境
変
化
を
、
市

町
村
が
主
体
的
に
受
け
止
め
、
自
ら
の
判
断
と
責
任
で
地
域
の
将
来
を
選
択
す
る
自

主
合
併
を
基
本
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。 

 

同
時
に
、
市
町
村
合
併
は
、
将
来
の
県
の
姿
と
も
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、

本
県
と
し
て
は
、
平
成
一
二
年
三
月
の
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」
の
制
定

以
来
、
県
政
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
。 

 

そ
う
し
た
中
で
任
意
又
は
法
定
の
合
併
協
議
会
に
参
加
し
、
合
併
協
議
が
行
わ
れ

た
団
体
は
九
四
市
町
村
中
、
八
四
団
体
に
の
ぼ
り
、
ほ
ぼ
県
内
全
域
に
わ
た
っ
て
合 

併
の
論
議
が
行
わ
れ
た
。 

 

合
併
協
議
に
お
い
て
は
、
地
域
の
将
来
を
見
据
え
て
合
併
に
関
す
る
真
剣
な
議
論

が
行
わ
れ
る
中
で
、
合
併
の
方
式
、
合
併
期
日
、
合
併
市
町
村
の
名
称
、
事
務
所
の

位
置
、
議
員
定
数
、
財
産
・
債
務
の
取
扱
い
、
市
町
村
建
設
計
画
等
、
数
多
く
の
項

目
に
つ
い
て
協
議
や
調
整
が
行
わ
れ
た
が
、
地
域
の
様
々
な
事
情
等
が
複
雑
に
絡
み
、

決
し
て
平
坦
な
も
の
で
は
な
く
紆
余
曲
折
を
重
ね
る
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
っ
た
。 

 

平
成
一
八
年
三
月
に
は
、
平
成
一
二
年
三
月
に
九
四
団
体
あ
っ
た
本
県
の
市
町
村

数
は
四
八
団
体
と
な
り
、
熊
本
市
を
除
く
と
一
市
町
村
当
た
り
の
人
口
は
県
平
均
が

一
二
、
八
七
五
人
か
ら
二
五
、
四
七
五
人
と
な
り
、
一
定
の
行
財
政
基
盤
強
化
が
図

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
合
併
市
町
村
で
比
較
す
る
と
六
二
市
町
村
が
合
併

に
よ
り
消
滅
し
、
新
た
に
一
六
市
町
村
が
誕
生
す
る
と
と
も
に
、
合
併
関
係
町
村
の

平
均
人
口
を
見
る
と
八
、
〇
〇
七
人
が
一
五
、
九
七
七
人
と
約
二
倍
に
増
え
、
行
財

政
基
盤
の
強
化
に
繋
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

合
併
が
成
就
し
た
地
域
で
は
、
市
町
村
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
議
会
や
住
民
の

理
解
を
は
じ
め
、
関
係
者
の
合
併
に
向
け
た
強
い
意
志
と
地
域
の
将
来
の
発
展
と
い

う
共
通
の
目
標
が
持
続
し
て
共
有
さ
れ
、
譲
り
合
う
べ
き
と
こ
ろ
は
譲
り
合
い
、
粘

り
強
く
合
併
協
議
を
進
め
ら
れ
た
こ
と
等
も
合
併
に
至
る
様
々
な
課
題
や
障
害
を
乗

り
越
え
る
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

既
に
、
合
併
後
一
定
期
間
を
経
過
し
た
あ
さ
ぎ
り
町
で
は
、
合
併
に
よ
り
保
健
師

等
の
数
も
確
保
さ
れ
、
健
康
・
福
祉
分
野
へ
こ
う
し
た
専
門
職
の
配
置
が
な
さ
れ
た

こ
と
で
き
め
細
か
い
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
な
ど
組
織
的
な
効
果
が
現
れ

は
じ
め
て
い
る
。 

 

ま
た
、
合
併
市
町
村
の
多
く
が
今
次
合
併
に
お
い
て
区
域
の
拡
大
に
伴
う
地
域
の

意
見
の
吸
い
上
げ
を
目
的
に
制
度
化
さ
れ
た
地
域
審
議
会
や
地
域
自
治
区
等
を
設
置

し
、
住
民
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
な
ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
地
域
内
分
権

の
確
立
に
留
意
し
つ
つ
、
住
民
自
治
に
立
脚
し
た
行
政
運
営
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と

し
た
。 

 

昭
和
の
合
併
と
同
様
に
市
町
村
合
併
成
就
の
陰
に
そ
の
功
労
者
で
あ
る
県
内
の
市

町
村
議
会
議
員
数
が
約
一
、
四
〇
〇
人
か
ら
約
九
〇
〇
人
に
、
ま
た
市
町
村
長
等
三

役
の
数
も
約
二
七
〇
人
か
ら
約
一
四
〇
人
と
大
幅
に
減
少
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

 
ま
た
、
管
理
部
門
等
の
職
員
数
の
見
直
し
と
い
っ
た
行
政
改
革
の
取
組
み
に
よ
り
、

一
層
の
行
政
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
最
大
限
に
生
か
し
た
着

実
な
ま
ち
づ
く
り
が
期
待
さ
れ
る
。 

 

な
お
、
県
が
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」
で
示
し
た
合
併
パ
タ
ー
ン
に
つ

い
て
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
通
り
に
合
併
が
成
就
し
た
の
は
、
山
都
町
（
平
成
一
七
年
二

月
一
一
日
合
併
）
と
菊
池
市
（
平
成
一
七
年
三
月
二
二
日
合
併
）
の
二
ケ
ー
ス
で
あ
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っ
た
が
、
各
地
域
で
は
、
様
々
な
経
緯
を
経
て
最
終
的
な
枠
組
み
に
収
斂
し
て
お
り
、

結
果
的
に
は
県
が
提
示
し
た
合
併
パ
タ
ー
ン
と
は
異
な
る
枠
組
み
と
な
っ
た
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
は
こ
の
合
併
パ
タ
ー
ン
か
ら
議
論
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
こ
と
、

及
び
結
果
的
に
は
、
た
た
き
台
を
作
成
す
る
過
程
で
検
討
し
た
蓋
然
性
の
高
い
複
数

の
枠
組
み
の
中
に
全
て
含
ま
れ
て
い
た
。 

 

他
方
、
今
回
の
合
併
に
お
い
て
は
、
様
々
な
事
情
か
ら
合
併
を
選
択
さ
れ
な
っ
た

市
町
村
は
三
二
団
体
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
任
意
又
は
法
定
の
合
併
協
議
会
に
一
度

は
参
加
し
た
団
体
も
二
二
団
体
含
ま
れ
て
い
る
。
合
併
協
議
に
参
加
し
な
が
ら
も
合

併
に
至
ら
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
状
況
が
異
な
る
が
、
中
心
地
域
と

周
辺
地
域
の
格
差
拡
大
等
合
併
に
対
す
る
住
民
の
不
安
の
存
在
や
、
財
政
問
題
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
及
び
負
担
の
違
い
等
の
調
整
の
難
航
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

一
方
で
は
、
合
併
の
意
思
は
あ
り
な
が
ら
、
合
併
相
手
と
な
る
市
町
村
に
お
い
て

既
に
合
併
協
議
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
協
議
を
行
え
な
か
っ
た
と
す
る
団
体
や
、

合
併
の
必
要
性
・
意
義
等
が
住
民
に
十
分
伝
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
住
民
の
関
心
の
盛

り
上
が
り
に
欠
け
、
合
併
議
論
の
深
ま
り
を
見
な
か
っ
た
地
域
も
あ
り
、
合
併
協
議

会
へ
の
参
加
が
最
後
ま
で
無
か
っ
た
団
体
も
一
〇
団
体
あ
る
。 

 

ま
た
、
合
併
協
議
が
あ
る
程
度
進
ん
だ
中
で
、
地
域
住
民
へ
の
正
確
な
情
報
提
供

が
十
分
な
さ
れ
な
い
ま
ま
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
協
議
が
白
紙
に
戻
る
な
ど
、
投

票
実
施
の
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
に
課
題
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

平
成
一
五
年
四
月
の
あ
さ
ぎ
り
町
を
端
緒
に
、
県
内
市
町
村
の
再
編
が
進
み
、
人

口
の
八
割
近
く
が
市
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
基
礎
自
治
体
の
状
況
は
大
き
く

変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
非
合
併
市
町
村
の
中
に
は
行
財
政
基
盤
の
弱
い

人
口
一
万
人
未
満
の
小
規
模
な
町
村
が
一
六
団
体
あ
る
な
ど
、
県
内
市
町
村
に
お
い

て
規
模
、
行
財
政
能
力
等
の
格
差
も
ま
た
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

今
後
、
さ
ら
に
厳
し
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
財
政
状
況
を
は
じ
め
、
地
方
分
権
が

本
格
化
す
る
な
ど
市
町
村
を
取
り
巻
く
環
境
が
、
急
激
に
か
つ
大
き
く
変
化
し
て
い

く
中
で
、
市
町
村
に
は
、
自
ら
の
責
任
と
判
断
に
よ
り
地
域
住
民
の
多
様
化
し
た
行

政
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
と
ら
え
、
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
地
方
分
権
の
担
い
手
と
し
て
相
応
し
い
基
礎
自
治
体
に
必
要
な
行
政

体
制
の
整
備
を
図
る
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
、
市
町
村
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
。 
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